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午前９時30分 開会 

 

○委員長（才脇明美君） 

皆様おはようございます。 

師走の寒さはまたひとしおでございます

と言いたいところですけど、今日はとても

温かく、昨日一昨日と連日の一般質問どう

もお疲れさまでございました。 

この２年間、委員長を務めさせていただ

きます。不手際もあるかとは思いますが、

どうか皆様よろしくお願いいたします。 

ただいまの出席委員は６名であります。

定足数に達しておりますので、総務建設常

任委員会を開会いたします。 

委員会開会に当たりまして、町長より挨

拶がございます。 

上浦町長。 

○町長（上浦 登君） 

はい。皆さんおはようございます。 

本日はお忙しい中、御参集いただきまし

て誠にありがとうございます。 

本日の総務建設常任委員会におきまして

はですね、御手元のＳｉｄｅＢｏｏｋｓの

中にございます審査項目、５議案につきま

して、審査をいただくこととなってござい

ます。 

詳細に御審査をいただきまして、議員の

皆様に御理解を賜りたいと存じますので、

どうかよろしくお願いを申し上げます。 

簡単ではございますが、開会に当たりま

しての御挨拶とさせていただきます。 

本日はよろしくお願いいたします。 

○委員長（才脇明美君） 

これより本日の会議を開きます。 

本日の審査事項は御手元に配付のとおり

でございます。 

１．令和５年豊能町議会12月定例会議付

託案件についてを議題といたします。 

第60号議案、豊能町下水道事業の設置等

に関する条例制定の件を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

田中都市建設部次長。 

○都市建設部次長（田中克生君） 

おはようございます。 

都市計画課、田中です。 

それでは、第60号議案、豊能町下水道事

業の設置等に関する条例制定の件につきま

して御説明申し上げます。 

着座にて失礼します。 

ＳｉｄｅＢｏｏｋｓ内の議案書の４ペー

ジから７ページ、並びに条例の概要資料を

あわせてごらんください。 

○委員長（才脇明美君） 

よろしいですか、皆さん。 

はい、お願いします。 

○都市建設部次長（田中克生君） 

制定の理由でございますが、下水道事業

の地方公営企業法適用に伴い、条例を制定

するものでございます。 

これは、平成31年１月の公営企業会計の

適用拡大に向けた総務大臣からの通知によ

りまして、公営企業会計を取り巻く経営環

境が厳しくなる中、将来にわたって安定的

に住民サービスを提供するため、経営状況

や財政状況を正確に把握する必要があるこ

とから、人口３万人未満の市町村におきま

しても、令和５年度までに下水道事業につ

きまして地方公営企業法を適用し、公営企

業会計に移行するようにとの要請がありま

したので、本町におきましても地方公営企

業法の財務規定等を適用させた下水道事業

を設置するに当たり、本条例を制定するも

のでございます。 

議案書の５ページをお開きください。 

第１条では、本条例の趣旨として、地方

公営企業法及び地方公営企業法施行令の規

定に基づき、豊能町下水道事業の設置等に

関し必要な事項を定めるとしております。 
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第２条では、町民の公衆衛生の向上及び

都市の健全な発達に寄与し、併せて公共用

水域の水質の保全に資するため、下水道事

業として、公共下水道事業と個別排水処理

施設事業を設置するものとしております。 

第３条では、地方公営企業法全部を適用

するのではなく、主に財務に関する規定を

適用する旨を規定しております。 

第４条では、第１項で下水道事業の経営

に関する基本的事項として、経営の原則を

規定し、第２項で公共下水道事業の事業範

囲を、第３項で個別排水処理施設事業の事

業範囲を規定しております。 

議案書６ページをお開きください。 

第５条では、地方公営企業法第33条第２

項の規定に基づき、条例で定める重要な資

産の取得及び処分について、予算で定めな

ければならない予定価格を700万以上と規定

するものでございます。 

第６条では、議会の同意を要する賠償責

任にかかる賠償額が、100万円を超える場合

としております。 

第７条では、議会の議決を要する負担付

きの寄附又は贈与の受領は、その金額又は

その目的の価格が700万円以上のものとし、

町の義務に属する損害賠償の額の決定にか

かる金額が100万円を超えるものとするもの

でございます。 

第８条では、会計管理者に委任する権限

事務を定めております。 

第９条では、業務状況の説明書類の作成

について規定しているものです。 

議案書７ページをお開きください。 

附則としまして、この条例は令和６年４

月１日から施行するものでございます。 

説明は以上です。 

御審議賜り御決定賜りますようお願い申

し上げます。 

○委員長（才脇明美君） 

これより、本件に対する質疑を行います。 

管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

おはようございます。管野です。 

この条例制定について、雛型があってそ

れに基づくということを伺いましたが、第

４条第２項（１）区域についてなんですが、

下水道事業計画に定めるとあり、ホームペ

ージ見たんですが、計画も載っていなかっ

たんです。よそのところの条例を見ますと、

区域の面積、何ヘクタールとか、排水人口

書いてあります。 

この下水道事業計画がいつできたのかと

か、私たちには目に見えないので、少し説

明いただけますか。 

○委員長（才脇明美君） 

田中都市建設部次長。 

○都市建設部次長（田中克生君） 

都市計画課、田中です。 

第４条にあります公共下水道事業の区域

等につきましては、都市計画課のほうで閲

覧はできるようにしておるんですけども、

他の自治体でやられてるような形で、町の

ホームページでは現在アップはしていない

ところです。 

併せて豊能町のほうを、データ上でどこ

で見れるのかということで、ちょっとお調

べしますと、国のほうの情報のデータにな

るんですけども、国のほうでは全国都道府

県の市町村、網羅してる情報を全てアップ

しておりますので、町のほうでデータでア

ップしてないというところは、余り一般の

方が見られるような情報ではなくて、どち

らかというと事業者、開発事業者とかが見

られるような情報なのかなというふうにち

ょっと思っておりましたので、現在のとこ

ろ町のほうでは、ホームページでアップし

てないことになりますが、窓口に来ていた

だけると、閲覧できる資料としては置いて
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おります。 

以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

別に欲しい情報ではありませんが、どれ

ぐらいの長さがあるかな。何平方メートル

あるかとか、排水人口を２万6,000人のとき

に作られたのか。今後１万5,000人になると

いうことなんで、ちょっとお聞かせいただ

けますか。 

○委員長（才脇明美君） 

田中都市建設部次長。 

○都市建設部次長（田中克生君） 

はい。都市計画課、田中です。 

豊能町のほうでは、すいません先ほどの

質問で一部答えてなくて、今現在の下水道

計画につきましては、昨年度の３月に見直

しをしているところでして、大体この計画

につきましては、５年から７年に一度見直

すというタイミングで、昨年度３月に見直

しております。 

豊能町の場合は、全部で計画区域は約484

ヘクタールとなりまして、公共下水道区域、

ときわ台とか希望ケ丘、市街化区域の全域

と、それ以外の市街化調整区域のうち、高

山地区を除く、住宅等がある集落部分を計

画区域としているような状況でございます。 

計画人口としましては、今のところは１

万5,200人になります。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

条例に謳わないということで、下水道事

業計画っていうのが変われば、５年から７

年とおっしゃったんですが、変われば連動

するということですね。それはどこで開示

されるんですか。その計画自体は、誰が作

るんですか。 

○委員長（才脇明美君） 

田中都市建設部次長。 

○都市建設部次長（田中克生君） 

はい。都市計画課、田中です。 

計画の見直しのタイミングですけども、

何か豊能町内での開発行為が行われて、こ

こに下水が必要だとか、そういうところの

タイミングにもよるんですけども、そうい

ったところ事前相談を受けまして、確実性

があるのかとか、そういうヒアリングのも

とでそのエリアを含めて拡大していくこと

にはなるんですけども、何も変更がなけれ

ば、そのまま計画は継続していくっていう

ような流れになります。 

○委員長（才脇明美君） 

ほかにありませんか。 

中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

中川です。おはようございます。 

６ページお願いいたします。６ページ一

番下のほうに第９条ということで、この下

水道事業に関して、事業年度、毎年４月１

日から９月30日までの業務状況を説明する、

11月30日まで。あと後半ですね、10月１日

から３月31日までの半年分ですかね。これ

も同様に５月31日までに作成するという、

そういう書き方になっておりますが、これ

結局、半年ごとに一回ずつ何らかの形で何

かを示していくというね、そういうことに

なりますが、公営企業というような名前に

なってますけども、普通の一般の企業でい

うところの中間決算的な、また最終決算的

なそういうふうな位置付けというふうなも

のになるということでよろしいんでしょう

か。 

○委員長（才脇明美君） 

田中都市建設部次長。 

○都市建設部次長（田中克生君） 

都市計画課、田中です。 
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第９条第２項第１号のところでちょっと

触れておるんですけども、予算の執行状況、

業務に関する事項、工事に関する事項、企

業債の状況、一時借入金などの状況を踏ま

えて報告していくっていうような流れにな

るんですけども、併せまして中川委員がお

っしゃってるような形の報告になる。タイ

ミング的にはそのようになります。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

そういうふうなことでわかったんですけ

ども、これって11月30日まで半期やね、前

半部分は11月30日まで、それから後半の部

分は、年度明けて５月31日までとなってま

すけども、これは、例えば内容的には、私

たち議会というか議員にも何らかの形で説

明をしていただけるというふうなことにな

っていくんですか。それともただ単にでき

ました、何か公開しましたで終わるのか、

その辺りはどんなふうに考えておられるん

でしょう。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、田中都市建設部次長、 

○都市建設部次長（田中克生君） 

都市計画課、田中です。 

議会で報告されるのか、公表されるのか

というタイミングですけども、地方公営企

業法第40条の２第１項におきまして、作成

された業務状況書類は、当該地方公共団体

の長に提出しなければならず、提出を受け

た地方公共団体の長は、延滞なく公表しな

ければならないと規定されておりますので、

ホームページなどで公表することになろう

かと思っております。 

議会におきましては、毎年度の予算審議

あるいは決算審議におきまして御説明する

予定でございます。 

○委員長（才脇明美君） 

はい。秋元副委員長。 

○副委員長（秋元美智子君） 

秋元です。すみません。 

今のお話のちょっと続きで申し訳ないで

すけど、ということは、あえて議会に説明

する場を設けないで、決算かその時に大分

ちょっと時間がずれてますけど、そういう

場で報告を併せてするというふうな理解で

よろしいですか。年２回だけど、年に１回

っていう理解。言い換えれば。どのあたり

でのちょっと報告なのか、そのタイミング

を教えてください。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、田中都市建設部次長。 

○都市建設部次長（田中克生君） 

はい。都市計画課、田中です。 

公表のタイミングは２回になるんですけ

ども、議会のほうに対する説明としては、

決算のときになりますので、一回っていう

こととして考えております。 

以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

秋元副委員長。 

○副委員長（秋元美智子君） 

議会の決算、私の記憶に間違いなければ

９月だと思うんですけども。ということは

前年の５月から９月までのっていうことな

んですか。 

難しいかな、いけんのかなうまく、ちょ

っとそこだけ。何も大した、大したって失

礼な言い方ですね、大きな動きはないかと

思いますけど、その辺りだけお願いいたし

ます。 

○委員長（才脇明美君） 

田中都市建設部次長。 

○都市建設部次長（田中克生君） 

はい。都市計画課、田中です。 

タイミング的に報告の仕方は、過去に水

道が豊能町にあったときのやり方と同じに
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なりますので、それに倣って御説明させて

いただきます。 

以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、秋元副委員長。 

○副委員長（秋元美智子君） 

続けて別の質問です。 

過去の水道、いろいろ決算、それから途

中経過でもいろんな報告をいただいてたん

ですけど、今回は、最初の説明どおり財政

や経営状態の確かな状況把握のために変え

るってことですよね。 

ですから、ここに書いてあるいろんな条

例の新たに足されたものっていうのは、こ

れまでなかった。もう一つ、何ていうかな、

前進した対応というふうな理解をしてるん

ですけども、それ間違いですか。 

今まであったものが、敢えてこういう文

字化になってるのか、ちょっとそこは理解

できないので御説明お願いします。 

○委員長（才脇明美君） 

田中都市建設部次長。 

○都市建設部次長（田中克生君） 

都市計画課、田中です。 

御質問の内容なんですけど、そもそもな

ぜ今回公営企業法を適用するのかに至った

ところをちょっと御説明させていただきま

すけども、大きく分けまして理由が二つご

ざいます。 

まずは、条例改正の説明でも申しました

ように重要な都市インフラである下水道事

業は、人口減少に伴う使用料徴収の減少や

老朽化施設の更新需要が増大し、経営環境

が厳しさを増してきている中、将来にわた

って安定的に住民サービスを継続していく

ために、事業の経営状態や財政状況を的確

に把握する必要があること。 

そして、総務大臣からの通知に併せまし

て、社会資本整備交付金の交付要綱が改正

されまして、交付対象事業の要件に、人口

３万人未満の自治体については、令和６年

度以降の予算決算について、公営企業会計

に基づくものに移行していることが追加さ

れてしまいました。 

令和６年度以降に交付金を受けるために

は、地方公営企業法適用し公営企業会計に

移行することが必要なので、下水道事業の

ほうでですね、ストックマネジメント計画

に基づいて、老朽化した下水道施設を更新

していってるわけなんですけども、それは、

社会資本整備交付金をいただいて、更新し

ていっておりますので、この公営企業会計

に移行しなければ、その交付金が貰えなく

なってしまうっていうのも一つの理由でご

ざいます。 

○委員長（才脇明美君） 

はい。秋元副委員長。 

○副委員長（秋元美智子君） 

質問の仕方が悪かったかな。そこの流れ

はわかってます。わかった上で聞いてるの

は、今までこういうふうなこと、内部規定

みたいのがあったけども、そうじゃなくて

改めて今度こういうふうな条例化しました

っていう内容でよろしいですかってことで

す。今、企業会計にするために、そういう

ことですかって質問です。だから今までこ

れはこういうふうになってたんですよねと。 

そうじゃなくて、改めてこうなりました

というのが、もしあるならば御説明くださ

い。 

○委員長（才脇明美君） 

はい。田中都市建設部次長。 

○都市建設部次長（田中克生君） 

はい。都市計画課、田中です。申し訳ご

ざいません。 

会計の適用のほうなんですけども、官庁

会計である単式簿記では、現金の増加また

は減少という一面のみの取引の記録しかあ
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りませんので、企業会計の複式簿記になる

ことによりまして、同じ取引でも、借方と

貸方の両面から記録することになり、現金

以外の資産や負債の増減といったことを把

握することができ、事業の経営状態や財政

状況を的確に判断できるようになりますの

で、これにより将来にわたって、持続可能

な経営基盤の確保のために必要な情報を把

握することができるということでございま

すので、この法適用を受けて条例化すると

いうふうになります。 

○委員長（才脇明美君） 

はい。秋元副委員長。 

○副委員長（秋元美智子君） 

秋元です。 

そんな難しいことじゃないです。企業会

計に移すなとか、なんで変えるとかそうい

うことじゃなくて、ここに今回出していた

だいた条例というのは、前々からあって、

なおかつ、そのためにこのような文章化に

したんですかと。じゃなくて、今回のため

にこれを新たに付け加える必要があるんだ

と、どうなんですかって質問です。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、田中都市建設部次長。 

○都市建設部次長（田中克生君） 

都市計画課、田中です。 

このルールはございません。この公営企

業会計適用のために、新たに条例を制定し

たんですけども、中身につきましても公営

企業会計を適用するためにつくりました。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、中川委員 

○委員（中川敦司君） 

中川です。 

また続きになりますけども、結局先ほど

中間決算的なもの、最終決算的なものも含

めて、財務状況等をしっかりと示していか

なあかんというふうなことでお聞きをさせ

ていただいて、複式簿記ですね、通常のお

金の出し入れの収支以外に、バランスシー

ト的なものですね、そういったものも当然、

提出をしていかなあかんというふうなこと

になりますが、それ以外にも半期ごとに何

か出す資料としてあるんですか。 

○委員長（才脇明美君） 

田中都市建設部次長。 

○都市建設部次長（田中克生君） 

はい。都市計画課の田中です。 

条例第９条第２項第２号のところで経理

の状況ということがありますけども、損益

計算書、貸借対照表、キャッシュフローの

計算書があるんですけども、これに加えて

決算の状況もしくは予算の概要なども作成

していくような状況になります。 

以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

結局今の現状の下水道会計といいますか

ね、それからこの公営企業法に変わるとい

うことで、実際いろいろ書類作成等もせな

あかんのやろうけども、実は業務的にはど

うなんですか、実際これやっていきはるの

は、都市計画課になるんですよね。そちら

にいらっしゃるメンバーで全部やっていか

なあかんねんけども、今までの特別会計の

時代と今回のこの企業法を適用した状態で

は、大分なんか作業が増えるとかその辺り

どうなんでしょうか。 

○委員長（才脇明美君） 

田中都市建設部次長。 

○都市建設部次長（田中克生君） 

はい。都市計画課、田中です。 

委員御指摘のとおり、都市計画課のほう

だけでこの業務をやっていくわけなんです

けども、法適用に際して新たな会計処理と

なるため、現在の会計システムは使用でき
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ませんので、別途新たな会計システムの導

入が必要になります。ただ、これにつきま

しては、今年度導入済みということと、ま

た担当職員のほうにつきましても、公営企

業会計に関する複式簿記などの専門的な知

識が必要になってきますので、その辺りで

事務の負担が増加してくるということと、

担当職員のほうのスキルアップのためにで

すね、地方公営企業会計の適用に向けて令

和３年度よりですけど、支援業務を委託発

注しておりまして、会計企業に関して、そ

の中で、会計システム導入、それから財務

書類の作成などのサポートに加えまして、

職員の研修が含まれていますので、令和３

年度からそうなんですけど、毎年担当職員

のほうで、企業会計に向けての準備は今し

ていっているとこでございます。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

ということは、このややこしい複式簿記、

そういったものの専門的な知識を持ってる

人を新たに雇うとかいうのではなくて、実

際いらっしゃる職員さんが、この複式簿記

そういったものにスキルアップできるよう

に今していってますから、大丈夫ですよと

いうふうなことでよろしいですね。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、田中都市建設部長。 

○都市建設部次長（田中克生君） 

はい。都市計画課、田中です。 

職員のスキルアップもそうなんですけど

も、今年度からですね、簿記の資格を持っ

た会計年度職員さんにもちょっと応援一部

来ていただいておりまして、その方と一緒

にスキルアップをしているとこでございま

す。 

以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

ほかにございませんか。 

はい、小寺委員。 

○委員（小寺正人君） 

会計が変わるわけですよね。今までは収

支会計といってね、現金が入ってきた出て

いただけを見てたわけですよね。今回から

は、発生主義に基づく複式簿記になるわけ

ですよね。まず会計年度を決めなあかんわ

ね。どこからどこまで、原則４月１日から

３月31日までを一会計年度って多分決める

と思うんですよね。それ間違いないですよ

ね。 

そしたら、そこからスタートを切るわけ

やけども。ＢＳって呼ばれるね、資料ね、

これできてないとできませんよね、まずね。

わかります、スタートするところのＢＳい

うのは３月31日現在の状態を示さなあかん。

示さんと次の４月１日に渡されへんわけで

す。情報をね。だからそういうことをやっ

てないといけない。 

ＰＬの場合、損益計算書は、新しい年度

から始めるとは思うけど。そうですよね。 

今、水道で言えばね、完全に企業会計、

一般にやってる複式簿記ですね。やってる

のと別に二つ出してるでしょ。書類。その

こと言ってるん違うかなと思うんやけど、

二つ出してるんですよ。収支会計に近いや

つを何か一つ出してて、企業会計そのもの

を中心にやってるんだけど、微妙に何か違

うところがあると言われてんだけど、そう

いうことを今までやってきたんじゃないん

のかなあと思うねんけど、どうです。 

○委員長（才脇明美君） 

小寺委員、これ専門のなんか入るって言

うてはりません、これから。 

はい。田中都市建設部次長。 

○都市建設部次長（田中克生君） 

都市計画課の田中です。 

来年度から適用に向けて今準備をしてお
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りますので、その辺りも含めまして、やり

方につきましては、水道と同じようなこと

にはなるんですけども、今準備を進めてい

るとこですので、今何ができてるっていう

ことはちょっとお答えできないので申し訳

ございません。 

○委員長（才脇明美君） 

小寺委員。 

○委員（小寺正人君） 

要するにスタート切る準備はできてると

いうことでいいんですかね。 

要するにＢＳができてないと、スタート

切れませんよ。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、田中都市建設部次長。 

○都市建設部次長（田中克生君） 

はい。都市計画課、田中です。 

今業者委託、支援していただいてる業者

のほうでですね、小寺委員が今御指摘され

ているようなものの整理をしておりますの

で、来年の４月１日からきちっとスタート

できるように準備をしてまいります。 

以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

ほかにございませんか。 

はい、秋元副委員長。 

○副委員長（秋元美智子君） 

ちょっと参考までにってことで申し訳な

いんですけど、私この第８条がどうも理解

できないんですね。この文章的な意味的に。   

これはもう頭の整理の問題なんで、そち

らの責任はないんですけど、今までこうい

ったケースがあった場合は、当然ほかの条

例をもって対応していたんじゃないかなあ

と勝手に思ってんですが、これまでのとこ

行くと今回500万円を超えるってなってます

けども、100万円を超えて議会だったのがそ

うじゃなくて、もっと50万円とか、あるい

は200万円とか、この前の段階、今までのと

こ状況だけちょっと教えてくれたらなるほ

ど、こういうふうに変わったんだなってち

ょっと腑に落ちるものがあるので、いきな

りじゃちょっと無理ですか。ごめんなさい、

６条です。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、田中都市建設部次長。 

○都市建設部次長（田中克生君） 

はい。都市計画課、田中です。 

全協のときにちょっと触れたかもわから

ないんですけども、この第６条の賠償金100

万円以上についてですけど、こちらのほう

は、平成29年に町長の専決処分事項の指定

について、議決いただいた内容に倣ったも

のでございますので、内容としましては、

町長の専決処分事項の指定についてという

ことで、１件100万円以下の法律上町の義務

に属する損害賠償の額を定めること及びこ

れに伴う和解に関することということで、

議決いただいた内容に倣ったものでござい

ます。 

○委員長（才脇明美君） 

秋元副委員長。 

○副委員長（秋元美智子君） 

これまではこういう事例があっても、専

決事項のところで対応していたけども、今

回はこのようにはっきり謳うことで、前へ

進められるっていう理解で、その辺が、一

歩前進というふうな理解をさせてもらって

ますけどよろしいですか。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、田中都市建設部次長。 

○都市建設部次長（田中克生君） 

はい。都市計画課、田中です。 

委員おっしゃるとおりです。 

以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

ほかにございませんか。 

はい。小寺委員。 



9 

○委員（小寺正人君） 

予算とか決算とか書いてるでしょ。予算

みたいな関係のあれにはあるの。そもそも。

予算いうのは今の収支会計のことやね。二

つ出せという意味ですか。予算いうのをき

ちっと出さんとあれですよね、ここの議会

は通らへんわね。 

何かなんか、水道のね、あれを見てたら

二つ出てるからいつも不思議に思ってたん

です。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、田中都市建設部次長。 

○都市建設部次長（田中克生君） 

はい。都市計画課、田中です。 

今までどおり、３月で予算を上げまして、

９月で決算っていう形はそれは変わらない

です。 

以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

よろしいですか。 

（「はい」という声あり） 

○委員長（才脇明美君） 

質疑を終結いたします。 

これより、討論を行います。 

（「なし」という声あり） 

○委員長（才脇明美君） 

討論を終結いたします。 

これより採決を行います。 

本件は原案のとおり可決と認めることに

賛成の方は挙手を願います。 

（全員挙手） 

○委員長（才脇明美君） 

挙手全員であります。 

よって第60号議案は、原案のとおり可決

されました。 

第61号議案、豊能町下水道事業の地方公

営企業法適用に伴う関係条例の整理等に関

する条例制定の件を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

田中都市建設部次長。 

○都市建設部次長（田中克生君） 

はい。都市計画課、田中です。 

それでは第61号議案、豊能町下水道事業

の地方公営企業法適用に伴う関係条例の整

理等に関する条例制定の件につきまして、

提案理由及びその概要の説明を申し上げま

す。 

着座にて失礼します。 

議案書の８ページをお開きください。 

豊能町下水道事業の地方公営企業法適用

に伴う関係条例の整理等に関する条例を次

のように定める。 

本件は、豊能町下水道事業の地方公営企

業法適用に伴い、関係条例３本につきまし

て改正とするものでございます。 

概要説明資料及び新旧対照表もあわせて

ごらんください。 

議案書の９ページをお開きください。 

第１条では、豊能町特別会計条例の一部

を改正し、第１条第５号の豊能町下水道事

業特別会計を削除するものです。 

第２条では、豊能町下水道建設基金の設

置、管理及び処分に関する条例の一部を改

正し、第４条中の豊能町下水道事業特別会

計歳入歳出予算を豊能町下水道事業会計歳

入歳出予算に改めます。 

第３条では、豊能町下水道債管理基金条

例の一部を改正し、第１条中の下水道事業

特別会計を豊能町下水道事業会計に改めま

す。 

また、第２条中の下水道事業特別会計歳

入歳出予算を、豊能町下水道事業会計歳入

歳出予算に改めます。 

さらに、第５条第１項中の下水道事業特

別会計を、豊能町下水道事業会計に改める

ものでございます。 

附則といたしまして、この条例は令和６

年４月１日から施行するものでございます。 
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説明は以上でございます。 

御審議賜り、御決定いただきますようお

願い申し上げます。 

○委員長（才脇明美君） 

これより、本件に対する質疑を行います。 

（「なし」という声あり） 

○委員長（才脇明美君） 

質疑を終結いたします。 

これより討論を行います。 

（「なし」という声あり） 

○委員長（才脇明美君） 

討論を終結いたします。 

これより採決を行います。 

本件は原案のとおり可決と認めることに

賛成の方は挙手を願います。 

（全員挙手） 

○委員長（才脇明美君） 

挙手全員であります。 

よって第61号議案は、原案のとおり可決

されました。 

第64号議案、豊能町土砂等による土地の

埋立て等の規制に関する条例廃止の件を議

題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

中谷農林商工課長。 

○農林商工課長（中谷康彦君） 

おはようございます。農林商工課の中谷

です。 

それでは、第64号議案、豊能町土砂等に

よる土地の埋立て等の規制に関する条例廃

止の件につきまして、説明させていただき

ます。 

議案書の18ページのほう、お開きくださ

い。 

○委員長（才脇明美君） 

お座りください。 

○農林商工課長（中谷康彦君） 

はい、ありがとうございます。 

豊能町土砂等による土地の埋立て等の期

成に関する条例を廃止する条例を次のよう

に定めるものです。 

提案理由は、宅地造成等規制法が、宅地

造成及び特定盛土等規制法に改正されまし

て、法による規制が条例による規制を包括

することとなったため、本条例を廃止する

ものでございます。 

それでは、本条例の内容につきまして説

明いたします。 

議案書19ページのほうをお開きいただけ

ますでしょうか。 

まず、本条例は廃止するものとなってお

ります。 

附則の第１項におきまして、施行期日を

令和６年４月１日と定め、附則第２項から

第５項までは、経過措置として施行日前に、

処分等が行われました場合について、本条

例の規定の適用について必要な経過措置を

規定しているものでございます。 

まず、附則第２項につきましては、許可

申請が、この施行日の令和６年４月１日以

前に許可申請があり、許可処分が間に合わ

なかった場合、従前のとおり許可処分を行

えるものと規定しております。 

続いて附則第３項は、既に許可している

案件につきましては、条例廃止後も許可期

間満了日まで有効とする規定でございます。 

附則第４項は、許可期間中に発出された

措置命令とかですが、そちら命令に係る事

由が消滅する日までの間は、引き続きその

命令について有効と定めているものでござ

います。 

そして附則第５項は、第３項、第４項に

ついて、新たな違反行為が確認された場合、

その罰則も従前の例を適用することを可能

ということで規定しております。 

説明は以上となります。 

御審議いただき、御決定いただきますよ

うよろしくお願いいたします。 
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○委員長（才脇明美君） 

これより本件に対する質疑を行います。 

はい。中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

中川です。 

説明にあったとおり、今までの条例、府

の条例、町の条例よりも、国の今回盛土規

制法というんですかね、そちらのほうがよ

り厳しくなった、ルール化されているとい

うようなことで、そちらを適用するので町

の条例をもうなくしますというね、そうい

うふうなお話だったとこの間も聞かせてい

ただきました。全員協議会だったかな。そ

のときに、別紙一枚物の資料ですね、これ

農林商工課が作ってくださったんですかね。

一枚物のわかりやすい資料を提示いただい

て、このように国の法律と我々の条例は違

うんですみたいな表の右端に載ってました

けども、ここの部分でちょっとお伺いさせ

ていただきたいんですけども、まず面積、

①・②・③の②ですかね、対象規模の面積

につきましては確かに大阪府は3,000平方メ

ートルかな。豊能町はさらに厳しく、500平

方メートル。面積的には、国の盛土規制法

も500平方メートルかな、というふうなこと

で面積的には一緒やけども、高さが２メー

ターというふうなことで、基準が定められ

ているということで、要は今まで豊能町で

は、面積的には500平方メートルやけど、高

さには規制なかったけども、国のほうは規

制がある、その分この部分については、厳

しい内容になってるんだよというふうに、

まずこの面積の部分からお伺いしたらそう

いうふうに考えたらいいんですか。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、中谷農林商工課長。 

○農林商工課長（中谷康彦君） 

はい。農林商工課、中谷です。 

今、中川委員おっしゃられましたとおり、

500平方メートル以上、もしくは盛土が２メー

ター以上も規制になってくるということで、

盛土の２メーターも、300平米以上ということ

で、300平米以上の２メーターの盛土というこ

とで、300平米までそこは面積的にも、もうち

ょっと小さい面積から規制がかかる。２メー

ター以上盛土する場合はということで、規制

にかからへんとか300平米より少ないところは、

２メーターの規制というのはないんですけど

も、300平米を超えると２メーターの規制とい

うところもかかってくるので、今までは、高

さ制限というのは特になくて、500平米という

面積だけの要件やったんですけども、それ以

上小さくても、300平米以上、超えるっていう

ことになってるんですけども、２メーター以

上の盛土は規制の対象になってくるというこ

とで、規制の範囲はかなり広くなっていると

いうところです。 

以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

要する二次元的な管理から、三次元的な

そういう高さ方向やからね、三次元的なそ

ういうふうな意味合いもあるルールになっ

てるんやなというふうにわかりました。 

あと次、同じく３番目ですね、規制対象

の行為ということで、今までのこの大阪府

の条例、豊能町の条例でいきますと、土砂

搬入による埋立て等というふうな表現、こ

れに対して、国の今回の法律は、全ての土

地形状変更というふうな表現になってまし

て、これもどういうふうにとらえたらいい

のかわかんないけど、要は、大阪府や豊能

町のこの条例でいくと、どっかから土砂を

持ってきて埋め立てるときのみに、ルール

が課せられるよという、そういうふうな意

味合いやけども、国のこの盛土規制法では

全ての土地形状変更やから、搬入以外に搬
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出とか、そんなんで土地形状が変わる場合

も規制されるというそういうふうな意味合

いですか。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、中谷農林商工課長。 

○農林商工課長（中谷康彦君） 

はい。農林商工課、中谷です。 

盛土等ということで、もちろん盛土もな

んですけども、切土、切ったりする場合も

規制の対象になってきますし、盛り切りが

両方ともある分、そういうところに対して

も規制がかかってくるというところになり

ます。 

以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

次にですね、②の面積ですね、対象の規

模の面積等っていうふうなところとか、あ

とこの３番の部分にもなるんかもわからん

けども、例えばここの木代口の交差点のす

ぐ向かいのあたりに、商業施設がやってく

るということで、そういうふうな商業施設

を工事する際に、土砂搬入するんかな。そ

ういったものについても当然このルールが

適用されることになるんやけども、それに

ついてはきちっと、それなりに承認を得な

ければならないというふうなことになると

考えておいたらいいんですか。 

○委員長（才脇明美君） 

中谷農林商工課長。 

○農林商工課長（中谷康彦君） 

農林商工課、中谷です。 

今度の誘致の盛土の件、こちらも対象に

なるというところになります。 

○委員長（才脇明美君） 

ほかにございませんか。 

はい、小寺委員。 

○委員（小寺正人君） 

今の資料から見てね、府の土砂条例、町

の土砂条例があって、町のやつは今廃止し

ようとしてるわけですよね。そうですよね。

その隣の府の土砂条例も、これは大阪府議

会でやる話やとは思います。これもひょっ

としたら要らんのちゃいますかね。そうで

すよね。 

そんなら、盛土規制法だけで、今府がや

ってる町がやってる条例は、もう要らない

ということになるね。 

はい。 

○委員長（才脇明美君） 

中谷農林商工課長。 

○農林商工課長（中谷康彦君） 

農林商工課、中谷です。 

府の条例のほうも、９月の議会でもう廃

止されておりまして、府下で土砂条例を持

ってるところも、今、順次廃止されてると

いうところで、豊能町も12月の議会に上程

させていただいたというところでございま

す。 

以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

よろしいですか。 

はい、田中都市建設部次長。 

○都市建設部次長（田中克生君） 

都市計画課、田中です。 

ちょっと、私のほうから補足としまして、

こちらの盛土規制法につきましては、要は

大阪府とか町が持ってる残土条例、それと

宅地造成の法律がミックスになって、盛土

規制法になりますので、今農林商工課長の

ほうから御説明があったのは残土条例上で

して、今御説明した内容の規制が、もとも

と宅造法ではございましたので、宅造法に

つきましても盛土法になりますので、条例

が不要となってきますので、都市計画課の

所管してる宅造法の条例につきましては、

豊能、能勢、池田、一市二町で広域で池田
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のほうで事務処理をしてもらっております

ので、次の３月議会で宅造法の条例の件、

上げさせていただく予定になっております。 

以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

よろしいですか。 

（「なし」という声あり） 

○委員長（才脇明美君） 

はい、質疑を終結いたします。 

これより討論を行います。 

（「なし」という声あり） 

○委員長（才脇明美君） 

討論を終結いたします。 

これより採決を行います。 

本件は原案のとおり、可決と認めること

に賛成の方は挙手を願います。 

（全員挙手） 

○委員長（才脇明美君） 

挙手全員であります。 

よって、第64号議案は、原案のとおり可

決とされました。 

第65号議案、指定管理者の指定について

を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

中谷農林商工課長。 

○農林商工課長（中谷康彦君） 

それでは第65号議案、指定管理者の指定

について説明させていただきます。 

議案書の21ページのほうをごらんくださ

い。 

着座にて失礼させていただきます。 

本件につきましては、豊能町立高山コミ

ュニティセンターの管理について、地方自

治法第244条の２第３項の規定による管理を

行わせるものを指定したいので、同条第６

項に基づきまして議会の議決を求めるもの

でございます。 

今回提案いたします指定管理者ですが、

大阪市北区西天満４丁目９番２号西天満ビ

ル６階に住所を置きます、株式会社グラッ

ド。代表取締役が須波光司でございます。 

指定の期間につきましては、令和６年１

月１日から令和11年３月31日までの５年３

か月。町立高山コミュニティセンターの管

理につきましては、平成26年４月から株式

会社ツバキサポートセンター。また、平成

29年４月から令和４年３月までは、株式会

社東京ドームスポーツが指定管理者として

管理をしてまいりました。 

令和４年４月からは、施設の不具合箇所

がございまして、一部を部分休館として直

営で管理しておりました。 

その間に、旧幼稚園棟のほうを改修させ

ていただきまして、今年４月からリニュー

アルし新たな指定管理者を選定してきまし

て、このたび議会の議決を求めるというと

ころでございます。 

指定管理者選定に係る、これまでの経過

を報告させていただきます。 

ＳｉｄｅＢｏｏｋｓ内の総務建設常任委

員会、令和５年12月７日のフォルダの中に、

第65号議案関係、指定管理者の選定という

ファイルはございます。 

そちらのほうをお開きいただけますでし

ょうか、よろしくお願いします。 

まず資料１につきまして、これまでの選

定に当たっての経過を記載しております。 

まず、本年５月22日でございますが、地

元の高山のコミュニティセンターという位

置づけございますことから、高山自治会、

また、関係団体さんの御代表様等を交えま

して、今後の施設の管理について協議をさ

せていただきまして、指定管理者による施

設管理の件、また、それを公募で行い選定

する旨を御了解いただいております。 

続いて、７月に指定管理者検討部会、続

いて８月に選定委員会を立ち上げまして、

指定方法とか、期間、選定基準など審議を
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いたしまして、募集要項のほう策定をして

おります。 

それで８月14日から、公募を開始してい

るというところになります。 

資料の２っていうところを見ていただき

ますと、その選定基準、採点結果も入って

おるんですけども、資料２の左半分のほう

が、選定基準とか審査項目、また審査の視

点、配点というものを記載しております。 

選定基準のほうですが、指定管理者制度

に関する基本方針というところで項目を定

めておりますので、そちらのほうに準拠し

まして配点のほうをしております。 

基本項目100点に加えまして、あと追加項

目として、自主事業と休館部分の提案の項

目を設けさせていただいております。 

すいません、もう一度資料１のほうに戻

っていただきまして、８月14日から公募を

開始しまして、続いて８月24日から９月６

日までの間に、現地説明会を開催させてい

ただきました。計５団体の参加がございま

した。 

次に10月16日から20日の間で申請の受付

を行いましたところ、最終的には４団体の

申請があったところでございます。 

その後、提出されました申請書類につき

まして、検討部会並びに選定委員会で資格

の審査等を行いまして、全ての事業者４団

体において、プレゼンテーション並びにヒ

アリング審査を行うこととしまして、11月

７日に実施、その後に指定管理者候補者を

選定したというところになります。 

採点の結果は、先ほどごらんいただきま

した資料２の右半分というところになりま

す。 

資料２の右半分が採点結果となります。 

選定委員会では、７名の委員様によりま

して選定基準の各項目について、書類並び

にプレゼンテーション、ヒアリング、審査

を行っていただいた上採点、また採点結果

をもとに協議を行い、株式会社グラッドを

指定管理候補者として選定したところでご

ざいます。 

次に、資料３のほうをごらんください。 

こちらは、各申請団体の概要を記載して

おります。 

まず、候補者として選定しました株式会

社グラッドですが、こちらのほうは、業務

内容としましては、イベントの企画、運営

とか、広告の企画制作、またレジャー施設

の運営等を営んでいる事業者でございます。 

町内におきましても牧地区の野間口スポ

ーツセンターの奥のほうで、ゴリラフィー

ルドとよのというキャンプ場の経営を2022

年からされている事業者でございます。 

協力事業者として、吹田市の株式会社田

中工務店と、豊中市の株式会社ＤＥＫＩＲ

Ｕ ＷＯＲＫＳの２社を挙げられておりま

す。 

協力事業者の株式会社田中工務店におき

ましては、創業140年を超える吹田市の注文

住宅の設計施工を行う事業者でございまし

て、グラッドは指定管理を受けるに当たり

ましては、施設の長期維持保全の提案、ま

た移住希望者がございました場合は、相談

とか支援を、また休館部分の施設について

の活用の方法、改修の検討での協力をする

というところ。また、株式会社ＤＥＫＩＲ

Ｕ ＷＯＲＫＳにつきましては、豊中市に

事務所を構えております。アウトドアスク

ールなど、イベントを手がける事業者とし

て、各種イベントでの協力をされるという

ところで名を連ねておられます。 

その他の団体につきましても、業務内容

や活動内容、財務状況等を掲載させていた

だいております。 

こちらのほうは、説明は省略させていた

だきたいと思います。 
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続きまして資料の４、こちらは、各団体

より提案のあった内容となります。 

各団体より、提出いただきました申請書

の記載の項目というのは、選定基準の各項

目に従ったもので、その内容をまとめてお

ります。 

提案の内容ですが、大まかなところ紹介

させていただきますと、株式会社グラッド

は、社内にキャリアコンサルタントも在籍

しておりまして、職員の研修の充実、また、

改善、リピーター等の利用者増につなげる

アンケートの実施、また環境の整備、施設

の環境整備につきましては、そちらが、ゴ

リラフィールドとかのノウハウとか、また

作業員、作業用の重機を保有しておりまし

て効率的で必要な作業が行えるというとこ

ろの提案がございました。 

また、ソフト面につきましては、八つの

柱を掲げておられまして、イベント開催時

のキッチンカー誘致、キャンプスクールの

開催、また開催時期はまだ先になりますけ

ども、独立開業を目指す料理人への支援、

また、移住希望者への相談支援、高山地区

の自然環境を生かした高齢者や主婦層を対

象にしたトレーニングプログラムなど提案

されております。 

観光面、集客面におきましても、利用状

況を見つめつつとなりますけども、可能な

らばＲＶパークとしても活用して、新たな

観光客の集客を図るとの提案もございまし

た。 

申請者Ｂにおきましては、予約方法の充

実、また休館時の対応、Ｂ社の本来業務で

ありますドローンを使ったイベントとか、

自分ところの顧客さんへのＰＲ、また、町

との災害協定、ドローンを使った災害協定

等の提案がございました。 

申請者Ｃにつきましては、定期的な地域、

関係者の集まりを開催しまして、情報交換 

を行う運営を基本としまして、ハード面の

環境整備、また修繕などは自社で行うこと

が可能と、ソフト面では、具体的な内容ま

では言及はございませんでしたが、イベン

トなどで、森林の活用、またバーベキュー

コーナー設置っていうような提案がござい

ました。 

申請者Ｄにつきましては、近隣の北摂霊

園とか、勝尾寺、箕面の滝、箕面公園等々

へ訪れる方々を呼び込むために、新鮮野菜、

果物の販売以外に、軽食・定食の提供、ま

た、月１回のイベント開催や史跡整備等の

提案がございました。 

どの申請者におきましても、地域振興や、

地域との連携、既存の活動団体様との連携

を重視した運営を基本的な考えに置いてる

というところにございます。 

団体の提案事業の概要は、以上のとおり

でございます。 

どの申請者におきましても、一長一短ご

ざいますけども、株式会社グラッドについ

ては、ソフト面や集客などにおいて、より

具体的でかつ多彩なところが評価されたと

感じております。 

以上のことから、現状の運営を確実に行

った上で、地域の活動団体等と連携しなが

ら、地域の魅力づくり、地域振興につなが

る事業展開が期待できるものとして、今回、

株式会社グラッドを町立高山コミュニティ

センターの指定管理者として、指定するこ

とを提案させていただいております。 

説明は長いんですけども、以上となりま

す。 

御審議いただき、御決定いただきますよ

うよろしくお願いいたします。 

○委員長（才脇明美君） 

これより本件に対する質疑を行います。 

はい、管野委員。 

○委員（管野英美子君） 
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管野です。 

指定管理の選定について、毎回議会で言

っていると思うんですけれど、審査員に利

用者が入っているのかどうかお伺いします。 

○委員長（才脇明美君） 

寺倉総務課長。 

○総務課長（寺倉義浩君） 

総務課、寺倉です。おはようございます。 

選定委員会の委員のメンバーに、利用者

が入ってるか入ってないかということで結

論的には入っておりません。 

委員の構成としましては、規則で定めて

おります。副町長、政策監、総務部長、都

市建設部長、こども未来部長、そして生活

福祉部長と、最後、学識経験者１名という

７名の構成になっております。 

以前から議会のほうで、利用者の代表の

方入れないのかという御指摘いただいてい

ます。 

私も２年前シートスの担当でしたので、

そういう御意見いただきまして、それから

入れる方法といいますかね、考えておった

んですけども、利用者の方に入っていただ

くに当たって幾つかちょっと問題点という

か、懸案事項というのがあります。 

どういった方に入っていただくか。どう

いった方法で選定するか。公募であったり、

団体さんから出していただくとか。 

もう一つちょっと懸念するところが、今

回、高山コミセンの場合は、直営から指定

管理ですけれども、現行の指定管理者がお

られて、次期の指定管理者の募集をしたと

きに、現行の指定管理者も当然応募してき

ます。そうなったときに利用者の方の関係

性ってのは、いい場合もありますし、悪い

場合もあります。そういった場合の公平な

ジャッジといいますか、選定に影響が出な

いと言い切れるか。可能性としてですね。   

そういった懸念もありまして、近隣北摂

七市三町であったり、猪名川町さん、川西

市さんなんかも、ちょっと確認させていた

だきますと、やはり現状として利用者の代

表の方は、ほぼ入っていないいうところな

んですけれども、やはり利用者の意向とい

うのもある一定反映させる必要があると思

いますので、今回募集要項の中に、指定管

理者の業務の範囲という項目がありまして、

そこで利用者のニーズ調査、アンケートを

実施して、その結果を事業運営に反映させ

るという項目を、前回入れてなかったんで

すけども、今回は入れさせていただいてお

りますので、そこである一定利用者の意向

というのは、事業運営に反映できるのかな

というふうに考えてございます。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

この事業の内容を見ていると、もう夢の

ような、ときめくようなことを書いてある

んですね。ゴリラフィールドを見ていると、

リピーターがすごく多くて、土日なんかは

こんな寒くても盛況やいうこと聞いてるん

で、信用なるかなと思うんですけれど。こ

れ掲げたことを川上議員が一般質問でおっ

しゃったように、掲げたことをちゃんとや

ってるか、この５年３か月の間長いと思う

んですけれど、どのようにチェックをされ

るんですか。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、中谷農林商工課長。 

○農林商工課長（中谷康彦君） 

はい。農林商工課、中谷です。 

僕らも見てまして、かなり多彩で、本当

にできるのかなというところはございます。 

株式会社グラッドに限らず、ほかの事業

所様におかれても採用された場合には、今

までちょっとそこら辺、ちゃんとチェック

できてるかというのは、確かにしていなか
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ったというか、ちょっと抜けてるようなと

ころもあったかもしれません。 

今私のほうで考えているのは、各項目に

ついての各年度ごとのチェック項目ってい

うのを設けまして、それぞれの提案につき

まして、ちゃんとできてるかっていうのを、

ちゃんと年度ごとにチェックしながら、ま

たしてへんところについては、提案どおり、

やっていただくような指導、また管理料に

関わってくるようなところは、管理料を減

額させていただくというような形で、今協

議のほうをさしていただいている途中でご

ざいまして、そこら辺、ちゃんと年度年度、

また半期ぐらいのほうがいいかもしれない

ですけども、チェック体制は、チェック表

というのをつくってちゃんとチェックして

いこうかなというところは考えております。 

以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

前とその前の指定管理者なんですけど、

私は蕎麦屋やってくれると思ってたんです

っていうか、そういう厨房もありましたし、

奥にステンレスがいっぱいある。コンニャ

ク作っているところと、その手前に台所み

たいなキッチンあって、座るところもきれ

いなところがあって、あのままになってて、

イベントのときだけお蕎麦いただきました。

それを守っていかなかった、今までチェッ

クをされていなかったということだと思う

んですけれど、このチェック項目は、誰が

どのようにつくるんですか。 

○委員長（才脇明美君） 

中谷農林商工課長。 

○農林商工課長（中谷康彦君） 

農林商工課、中谷です。 

チェック項目は、農林商工課のほうで提

案書を見ながら、項目をつくっていくとい

うところで、事業者にそこら辺を任せるっ

ていうことは考えておりません。 

以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

別の質問で、ここの幼稚園舎とグランド

だけでなく、儲かって道路をつけたら体育

館も使えるのか。業者がですよ。道をつけ

たら体育館が使える。浄化槽と二階の換気

扇を直したら、校舎も使える。そこのとこ

ろも対象になっているんですか。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、中谷農林商工課長。 

○農林商工課長（中谷康彦君） 

農林商工課、中谷です。 

今回の指定管理のところで、審査の項目

にも書いてました基本の項目と追加項目と

いうところで、まずは指定管理というとこ

ろで今、管理をしていただく旧の幼稚園棟

並びにグラウンド、こちらのほうはもう最

低限してもらうというところで、あと収益

によりまして、そこを改修できて使えるっ

ていう見込みが立ったところで、そういう

提案、それも町が支出するっていうわけで

はなく、その指定管理を受けたところの収

益の中でやってくださいというのは、最初

の要項をつくったときにも記載しておりま

す。 

ただ、建築基準法や都市計画法のほうに

合致したものでないと使用ができませんの

で、そこのところは今緩和できるような形

で動いているというところで、今の状況で

したらかなり制限かかってしまうというと

ころもございますし、事業者から提案あり

ましたやっぱり５年間ではちょっと短過ぎ

て、そこを改修して収益を回収するのが難

しいので、できたら10年にしてほしいなと

いうような希望もございましたけども、今
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回は５年でというところで、そこは、どれ

ぐらい収益が上がるかというのを見定めな

がら、利用のほうもできるんであれば、改

修をしていくっていうような提案でござい

ました。 

以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

ゴリラフィールド見ていると、すごく一

生懸命やってはるのが見えているんですけ

どね。会社として、別にここの収益だけじ

ゃなくって、ほかでも儲けてて道路つけま

すよ、浄化槽換えますよっていうことに、

もしなったときは、町と相談して開発がで

きるということですか。 

○委員長（才脇明美君） 

中谷農林商工課長。 

○農林商工課長（中谷康彦君） 

農林商工課、中谷です。 

今のところは、休館っていうような扱い

させていただきまして、今は町立のコミュ

ニティセンターっていうところに関わるよ

うな事業を展開するということは、相談の

上、また地元とも相談の上協議が整いまし

たら、事業者の提案により、また負担によ

りすることは可能かと。そこはあくまでも

協議というところで。 

もし全然違うような用途にっていうとこ

ろになりましたら、そこは、これもまた協

議になると思いますけども、条例として廃

止するっていうような手続が必要かなと思

っております。 

以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

全員協議会で説明があったこの協力会社

とＮＰＯを立ち上げるということを伺って

るんですけれど、そういうことありなんで

すか。私たちはグラッドさんと契約するん

じゃないんですか。 

○委員長（才脇明美君） 

中谷農林商工課長。 

○農林商工課長（中谷康彦君） 

はい。農林商工課、中谷です。 

現段階では組織はつくっておられません

で、議会で議決をしていただいたらという

ところで、一応ＮＰＯとか、今ちょっと協

議する中では、共同企業体、もしくはもう

そのままグラッドでいくかもしれんという

ところで、今三者で協議中というところな

ので、ちょっとまだどういう形になるかっ

ていうのは、不透明なんでございますが、

一応提案の内容につきましては、変更はな

いというところで、その主になるのはあく

までもグラッドっていうところは、確認を

とっております。 

手法として可能かというところでござい

ますが、一応その名称変更とかっていうの

はございます。で、そこの辺今整理中でご

ざいまして、もし名称が変わりまして、議

会のほうにもう一回上程、議決を取らなあ

かんという場合もございます。そのときは、

改めて、その期間内で終わりは一緒なんで

すけども、改めてその団体が組織されて、

ということになれば、議会のほうに上程し

て、議会の議決を取るというところでござ

います。 

必ずしも、そういう方法がないというこ

とではございません。 

以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

こういう手法だったら、ほかの企業さん

も多くの申請者Ｂさんも、誰か手伝ってく

れる人を入れたら、信用なるじゃないです
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か。今ここだけこういう形で認めるってい

うのが、ちょっと引っかかるんですけど、

私には。そうじゃないですか。 

○委員長（才脇明美君） 

中谷農林商工課長。 

○農林商工課長（中谷康彦君） 

今、申請段階で、もうそういう協力関係

というところは、その三者で話はもうつい

ているところで、三者で協力して指定管理

をしていきましょうという提案です。 

２番目の、申請者Ｂにつきましてはそう

いう提案も今ございませんでしたので、新

たに次もし加えてっていうのと、またそこ

は申請の段階で全然違いますので、Ｂもそ

ういう協力事業者が入ってとかいうような

ところは、そういうのは申請段階にござい

ませんでしたので、考慮はしておりません。 

○委員長（才脇明美君） 

管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

この指定管理を申請するときに、そうい

う手法があったんですか。 

この、協力事業者ということを込みで申

請はありだったんですか。 

○委員長（才脇明美君） 

中谷農林商工課長。 

○農林商工課長（中谷康彦君） 

はい。農林商工課、中谷です。 

一応、協力関係でというところで、申請

書の様式にも、様式にはそういう協力事業

者あったら、そこに加えて下さいというと

ころで。 

申込みの段階から、そういうのは想定し

てたというところになります。 

以上です.。 

○委員長（才脇明美君） 

管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

何度もすみません。一応最後の質問なん

ですけど、全員協議会で地元の人を雇用す

るっていうこと、これとても大事なことだ

と思うんですね。高山コミュニティセンタ

ーのこの歴史っていうんですか、高山右近

を観光の目玉にということもありまして、

だからそこのところの約束をどのようにつ

けてはるのか伺います。ちょっと地元との

協議を答えてください。 

○委員長（才脇明美君） 

中谷農林商工課長。 

○農林商工課長（中谷康彦君） 

農林商工課、中谷です。 

まず地元の雇用という側面でいきますと、

もう既に事業者さんは、今の管理しておら

れる方に、引き続き管理をお願いしたいと

いうところで接触はさせていただいている

というところになります。 

それとあと、地元の今活動いただいてる

団体様との協議も、代表者間ではございま

すが、代表者様と接触はしているというと

ころで聞いております。 

また、指定管理者の募集に当たりまして、

管理運営基準というのをつくっております。

そちらも募集時、要項と一緒に出しておる

んですけども、その中の農村地域活性化事

業に関する業務の必須業務になりますけど

も、そこの中で事業実施に当たっては、こ

れまでにも地域コミュニティ活動団体と連

携協力して実施している事業もございます

ので、引き続きこれらの団体と協力した事

業も展開することというところで、管理運

営基準の中にもそういうのを踏まえており

ますので、もちろん申請するに当たっては、

そこらあたりの地域との連携というところ

も十分やってくださいよというのを、最初

に謳っておりますので、やっていただける、

やっていただかなければならないと考えて

おります。 

以上です。 
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○委員長（才脇明美君） 

はい、中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

中川です。 

説明資料の資料４番ですかね、各今回の

申請団体のこんな内容でしたっていうあの

表ですね。 

この表の一番まず左端ですね、審査項目

っていうね、ところの順番でいくと一番下

になりますかね、大きな５番ですけども、

ここの箱の中の文字なんですよ。定管理業

務以外の事項ってありますが、定管理って

のはこれは指定管理の指が抜けていると考

えておいたらいいんですか。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、中谷農林商工課長。 

○農林商工課長（中谷康彦君） 

農林商工課、中谷です。 

すいません。御指摘のとおり、指定管理

業務以外のというところで修正をお願いし

ます。 

申し訳ございませんでした。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

５番の指定管理のね、指が抜けてるとい

うそこの項目の中の、２番目ですかね、休

館部分の施設の利活用というね、そういう

ふうなことが書いてあって、これまさしく

旧小学校の校舎と体育館ていうふうなそう

いう表現なのかなこれ、というふうなこと

で私は捉えてはおるんですけども、まずそ

の１点目の解消方策検討っていうふうに書

かれてますけども、これはどういうふうな

意味合いのことですかね。 

○委員長（才脇明美君） 

中谷農林商工課長。 

○農林商工課長（中谷康彦君） 

農林商工課、中谷です。 

この株式会社グラッドの解消方法検討と

いうのは、今利用できない状況、例えばそ

れは用途であったり、施設面であったりし

ますけれども、そちらのほうをまずその用

途に使えるように、何か解決する方法をっ

ていうのがないのかというのを、検討させ

ていただくっていうところでございます。 

今の法規制の中でどういうことができる

かというのを、ちょっと検討させてもらう

というような内容でございました。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

あと同じくその項目の、その次の右隣で

すかね、補助制度活用を検討する、補助制

度活用これどういうことですかね。 

○農林商工課長（中谷康彦君） 

中谷農林商工課長。 

既存の国とかで、そういうコミュニティ

づくりのための補助金とか、いろいろござ

います。そういうような補助金の活用がで

きて、そこを改修して使えるようにならな

いかっていうところも、さっきの解消方法

と一緒にやると思うんですけども、その解

消するためにこんだけ費用かかりますそれ

を、どっかの補助金を引っ張ってきて、活

用できないか、そういうような検討もさせ

ていただくというような内容です。 

○委員長（才脇明美君） 

中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

あとその右隣、リニューアル提案ってあ

りますけど、これリニューアルということ

はどんなふうなことを考えておられるんで

すか。 

○委員長（才脇明美君） 

中谷農林商工課長。 

○農林商工課長（中谷康彦君） 

はい。農林商工課、中谷です。 
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そういうような検討、先ほどから説明さ

せていただいてます方法を使って、このよ

うな使い方ができるんじゃないか。それが

最初のほうにも御質問でありましたけども、

その収益の中で、そこを回収できるような、

補助金制度とか、使いながら改修して使え

るような状況になった、なった場合の提案

といいますか、こういう使い方ができます

よっていう、それにはこんだけ費用がかか

りますよとかいうような提案ていうのをさ

せていただき、いけたらなというような内

容になっております。 

必ずしも自分たちが実施するとは確約し

ているものではございませんで、こういう

ような使い方ができるんじゃないですか。

でもその費用はこれぐらいかかります、こ

ういう制度を使ってやりますっていうよう

な提案をさせていただくというような内容

になっておりました。 

○委員長（才脇明美君） 

ほかに質疑はございませんか。 

はい。川上委員。 

○委員（川上 勲君） 

  あのね、初めにやる時はね、みんなもう

すばらしいこと言いまんねんな。町もこれ

はすばらしいことだから、前に進めようと

してな。 

例えばスマートシティでもやね、始める

ときはね、一応寄附貰ってこれはすばらし

いなと。結果どないでっか。中谷課長もそ

れらしいこと言うてますわ。そやけどやね

え、これはほんまにできるかどうかわかり

ませんわな。 

例えば、過去５年間、東京ドームが提案

しましたわな。その内容もすばらしかった

と思いますわ。実際できましたか。 

ちょっと答弁お願いします。 

○委員長（才脇明美君） 

中谷農林商工課長。 

○農林商工課長（中谷康彦君） 

農林商工課の中谷です。 

委員おっしゃられてるバスを出すとかっ

ていう話にも関わってくると思うんですけ

ども、確かに前回、その前まではまだちょ

っと調べてないんですけども、提案どおり

できてるかという、そこが管理はちゃんと

できてへんかったっていうところはあるか

なと、そこはもう否めないところになりま

す。 

その辺も、先ほど管野委員からも、御指

摘ありました。私のほうも、確かにそこは

ちゃんと管理していって、次の指定管理料

を算出するときとかにも、反映は十分させ

ていく。ちゃんと提案どおりできてるかと

いう管理はしていかなあかんかなというと

ころの反省のもとに、今そういうようなチ

ェック表というのを、定期的に、監視・管

理していくっていうところで考えておりま

す。 

以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、川上委員。 

○委員（川上 勲君） 

わかったようなわからんような答弁やっ

たけどね、東京ドームはしてないわけやね。 

どないでっか。 

○委員長（才脇明美君） 

中谷農林商工課長。 

○農林商工課長（中谷康彦君） 

農林商工課、中谷です。 

すいません。東京ドームスポーツの提案

も、申し訳ございません。私詳しく見てま

せんし、最後僕が来たときも最終年に入っ

てたというところもございます。 

そういう反省も踏まえて、ちゃんとチェ

ックしていかなあかんかなというところは

思っております。 

書くだけでできひんのちゃうかっていう
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疑いになってしまうと、これ、全者にこう

いう提案方式になりますと、全て同じよう

な感じになりますけども、そこでやっぱり

実現性あるかというのを、書類だけじゃな

くて、ヒアリングという形で聞き取りなが

ら実現可能かというところも審査させてい

ただいた結果というところになります。 

よろしくお願いします。 

○委員長（才脇明美君） 

はい。川上委員。 

○委員（川上 勲君） 

東京ドームが５年間終わった時点はね、

何年でしたかな。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、中谷農林商工課長。 

○農林商工課長（中谷康彦君） 

農林商工課、中谷です。 

東京ドームの指定管理が終わったのは、

令和４年の３月ということで、令和３年度

末というところになります。 

○委員長（才脇明美君） 

はい。川上委員。 

○委員（川上 勲君） 

今度始まるのは、令和６年の１月やね。

その間、5,000万円もかけて改修事業をされ

てますよね。その改修事業は、実際始まっ

た時と終わった時はいつですか。 

○委員長（才脇明美君） 

中谷農林商工課長。 

○農林商工課長（中谷康彦君） 

改修工事自体は令和４年の夏あたり、今

手元にないんですけど、夏あたりに契約し

まして、完了したのは、令和５年の３月と

いうところになります。 

○委員長（才脇明美君） 

すいません。中谷課長が１年間しか知ら

なかったって言っておられますけど、その

前にやってはった人は知ってはりますよね。

そういうことで、誰かおられませんか。東

京ドームの指定管理について。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、大西政策監。 

○政策監（大西隆樹君） 

大西でございます。 

東京ドームが指定管理したときに私が農

林商工課長をしておりましたので、そのと

きの状況ということですけども、確かに川

上委員おっしゃるように、バスの運行等、

バスでシートスの会員の子どもたちを連れ

てきてというような話は出ておりました。 

それは、事業の中の一つであって、管理

面については、地域と当初いろいろと交渉

等あったように記憶しておりますけれども、

そこは地域とですね、うまく協力しながら

ですね、コロナもあったので、途中から人

は少なくなっていったかもわかりませんけ

れども、順調に事業を展開していっていた

だいたというような記憶がございます。 

バスについてはおっしゃるように頻繁に

というようなことではなかったんですが、

何回か来たというような記憶をしておりま

す。 

ですので、それなりにきっちりと管理は

していただいたと、地元雇用もしていなが

らですね、できていたというふうに記憶し

ております。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、川上委員。 

○委員（川上 勲君） 

さっきの質問のちょっと答弁まだなかっ

たけどね。 

今、大西政策監が言われたことよりもね、

高山で協力した運営委員の方がよう知って

まんねん。私もその運営委員の一人ですわ。 

東京ドームの所長か何か言われる人はね、

年の内何回来たかな。何回来たかなという

話ですわ。来たんはね、イベントのときに

昼ご飯が出る、そのときは必ず来ましたわ。
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それ以外に顔を見たことおまへんわ。町の

職員より私の方がよう知ってますわ。５年

間ね、今バスも言われましたけどね、見た

ん１回だけ。来たんがね。ほんでイベント

をするのはね、高山の協力者がイベントや

ってまんねん。 

ほんで、今管理が適正にできてると言う

てたけどね。管理も事務員に任して、イベ

ントも、ここの書類に掲載してというのは

ね、月１回のイベントもやね、地元がやっ

てまんねんな。地元の協力者が。東京ドー

ムスポーツはね、書類書いて出すだけや。

そのような状況であったんですわ。ほんで、

年間500何万円ですか、金を出してたんです

わな。今回300何ぼですわな。 

その終わった令和４年の３月、今回始ま

る令和６年の１月、この間休館してました

んか。その二つの質問。 

○委員長（才脇明美君） 

中谷農林商工課長。 

○農林商工課長（中谷康彦君） 

農林商工課の中谷です。 

最初に説明させていただいたとおり、直

営でやっておりました、その間。一部工事

で入れない期間がございました。それが、

令和５年の１月からしばらくは工事で完全

に休館してたというところになります。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、川上委員。 

○委員（川上 勲君） 

いや、ほんでさっきの話に戻るけどね、

実際の工事期間は、令和５年の１月から令

和５年の３月ですね。実際の。令和５年の

１月からいうけど、１月の何日です。終わ

ったんは、３月何日です。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、暫時休憩します。 

（午前11時10分 休憩） 

（午前11時10分 再開） 

○委員長（才脇明美君） 

休憩前に引き続き、会議を再開いたしま

す。 

永並議長。 

○議長（永並 啓君） 

いろいろちょっと聞いてると、残念かな

という感じはするんですよね。 

これまで指定管理をしてて、チェックが

できてないというのはもう笑い事じゃなく

て大失態なんですよ。 

その指導ができていない。できていなか

ったっていうことは、中谷課長考えてます

じゃなくて、それはもう町挙げてというか、

部挙げて、もうこうしますっていう方向性

で答弁してもらわないと。考えてるという

ことはもしかしたらチェックとか指導とか

が、まだはっきり決まってないということ

になりますよね。 

そうじゃなくて、もうこういう方向でチ

ェックしますというような形は示していた

だきたい。そうしないと、結局また指導は

したんですけど、ほにゃほにゃほにゃって

なってしまったら意味がないんですよね。 

こういう形で指導します。これまで以上

にっていうことになるわけですよ。しなか

ったがためにね。今回の業者さんに対して

は、今までよりも厳しいチェックっていう

ものが必要になってしまう。そうしないと

信頼が回復できないから。そこら辺はしっ

かりと、課長だけじゃなくて部長の答弁を

しっかりとしてください。しなかったこと

に対して、今回するっていうことですから

ね。 

それとあと、やっぱり川上委員も言われ

てるように、プレゼンのときいい事言うん

ですよ。それで結局、椿本、東京ドームが

３回目ですよね。そんなにうまくいってな

いですよね。そうすると、審査員のほうも

考える必要はないですか。 
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東京ドームのプレゼンのときも、多分い

い点つけたんですよねそれなりに。１社だ

けだったかもしれないですけど。それなり

に評価をしたけども結局駄目だと。うまく

いってない。そうすると、そこの時の審査

をもうちょっと厳しい目で見れる人がやら

ないと、うまくいかなっかったてことは、

判断した人にも責任あるわけですよ。そこ

の選定委員の人たちもね。そしたらそこの

指定管理の審査する側のほうも、今までは

もう普通に、各部長がもう普通に選ばれて

やってますけど、そういうのではちょっと

難しいんじゃないかと。もっとその段階か

ら、専門的な見地を持った人にしてもらう

というところも見直していく必要があると

思いますよ。 

これから指定管理をする場合の選定委員

の方法というものを、またちょっと考えて

みてください。 

ちょっとね、これ管野委員のにも絡むん

ですけど、これまだ定まってないというこ

とは準備ができていないというふうになら

ないですか。どういう形でいくかというの

は、何かＮＰＯつくるのかどうなのか、グ

ラッドだけでいくのかどうなのか。何かそ

こら辺ははっきりと示した上で、本来プレ

ゼンするべきかなと思うんですよね。 

今後どういう形がいいかというのが、聞

いてる側としては不安になるんですよ。相

手の状況が、もしかしたらグラッドが中心

になるけどこういう形もします。もしかし

たらＮＰＯはつくるかもしれないし、つく

らないかもしれないなんですよね。協議し

てる段階だから。そら言わしてもらうと、

準備不足ですよ、相手は。そこら辺は、い

や我々はこういう体制でいくんです、５年

間をこういう体制でいくんです。しっかり

こっちに示してこないと。 

そこはね、プレゼンする側としてはちょ

っと失礼なんですよ。今から協議してる途

中ですっていうのは。そこは非常に不安を

覚えます。 

それに協力事業者のあとの２社がちょっ

と気になるのは、１社はできたてですよね。

まだ１年も経ってないとこですよね。豊能

町は、スマートシティでちょっと痛い目見

てますよね。こういうところの評価は、ほ

ぼゼロにしないといけない。 

実績としてこれをとらえるか、何かここ

に一生懸命書いてるからすごい実績がある

のかなっていう感じですけど、１年も経っ

てない企業ですよね。 

だからそこを行政として、何か協力事業

体だからこういうことができますっていう

ふうに判断するのはちょっと危ういかなと。 

ここの部分は分けて、グラッド単体で判

断していかないと、１年満たない会社の言

ってることを信用できますよね。こういう

ことできますよね。だからここに指定管理

の中にもいい評価与えますよねっていうふ

うにはしてほしくない。 

せめてそこら辺の実績が出たところであ

れば、僕は行政としての立場としてはいい

と思いますよ。 

でもそれが１年満たない会社採用します。 

いろんなほかの部署の方々、しないでし

ょ。そこら辺もその基準は、同様に当ては

めていただきたい。 

それともう１点気になったのは、田中工

務店さんが、一応長寿命化のアドバイスが

できるとか何かいろんなところに、多岐に

わたって言われてるんですけど、それはど

ういうことなのかなっていうところがすご

い気になるんですよ。コミュニティセンタ

ーだけのことを言っているのか、そこから

広げて町のいろんな施設のいろんなアドバ

イスをしてくるのか。それは無料なのか。

もうアドバイスを同時にそこから事業を受
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けようとしているのか。何かいろんなこと

を考えてしまうんですよね。そこに入って

いることで。 

でも今回はコミュニティセンターの運営

ですよね。工務店さんが、どういったとこ

ろで、指定管理の中で機能していくのか内

容を見てても、直接関わってくるような感

じではなさそうなんですけど、そこら辺の

説明をもうちょっとはっきりしていただき

たいなと。 

最後に町長にお願いなんですけど、その

ね、人がかわってもちゃんと引継ぎはして

ないと駄目ですよ。絶対に。私は担当来て

まだ１年だったんでとか言ったら駄目です

よ。今の担当の人は、過去のやつも調べて

把握しとかないと。 

過去の担当だった人は、新しい人にこう

でしたよっていうことを引き継いでくれな

いと。たまたま今回は大西政策監がここに

いたから聞けましたよ。いなかったらどう

するんですか。聞けないんですよ、退職し

てたら聞けないんですよ。 

そこはしっかりと引き継いでもらわない

と。それでも今の担当者が全て過去から、

今までの含めて問題点も含めて、答えてく

れないといけないと思います。そういう指

導のほうはお願いします。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、中谷農林商工課長。 

○農林商工課長（中谷康彦君） 

すいません、農林商工課の中谷です。 

御質問いろいろございました。 

まず、チェックリストについては、これ

はもう作らせていただきます。作ります。 

ただ今まで私が引き継いでた中もそうい

うような提案と実績と比較するような形で

は、行っていなかったというところもござ

いますので、そこは必ずやるような形で、

さしていただくくというところをお約束さ

せていただきます。 

次に、協力事業者の話になります。 

まずそのＤＥＫＩＲＵ ＷＯＲＫＳさん

のまだ設立浅いんでっていう話なんですけ

ども、既にキャンプ場のほうでもう連携は

されて過去から連携はされていて、そうい

うところで協力は今までからやっておられ

たというところで、今回の指定管理の中で

もやられるということでしたので、そのＤ

ＥＫＩＲＵ ＷＯＲＫＳさんが入っている

から、グラッドさん単体でやるよりも、そ

の力が劣るかっていうところについては、

そうは思っておりませんで、今実績をキャ

ンプフィールドのほうで、一緒に活動やっ

てるというところで、大丈夫かなというよ

うな判断をさせていただいております。 

田中工務店さんの、その長寿命化ってい

うお話につきましては、今回のここでの話

は、高山コミュニティセンターの話なので、

町全体の施設の長寿命化というところまで

は言及されておりません。 

田中工務店さんの関わるところでござい

ますが、そういうような今休館中の利用の

方法、何か、どういう方法を使って、一級

建築士ももちろんおりますので、そこら辺、

今の法律の範囲内でどういうことができる

かっていうところを提案いただくというと

ころと、あとイベントを開催する中で、高

山にちょっと住んでみたいなとか、豊能町

こちらのほうで住んでみたいなというとこ

ろがございましたら、そういうようなノウ

ハウもございますので、相談に応じるとい

うような、そういうようなかかわり方等を

考えられているというところになります。 

うちからは、以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

寺倉総務課長。 

○総務課長（寺倉義浩君） 

総務課、寺倉です。 
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選定委員の選考に当たりまして、現在は

学識と副町長、部長級というとこなんです

けども、実際専門的な方といいますと、例

えば企業の経営でいいますと、公認会計士

であったり税理士、あるいは人事体制であ

ったら社会保険労務士であったりするんで

すけれども、ちょっとそこは人選の関係も

ございますので、今後ちょっと他市町村を

見て検討させていただきたいというふうに

考えてございます。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、中谷農林商工課長。 

○農林商工課長（中谷康彦君） 

農林商工課、中谷です。 

先ほどの川上委員の実際に使われへんか

ったのは、いつからいつかというところで、

工期は１月４日から入ってまして、終わり

は３月30日までということで、その間は使

えなかったというところでございます。 

ただ、地域のとんどとかいうところで、

グラウンドとかの使用はございました。 

以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、川上委員。 

○委員（川上 勲君） 

指定管理と質問は関係ないねんけどね、

実際工事やったのはね、１月の12日か13日

ですわな。実際にやったんわ。打合せやら

は１月の４日にやったんか知らんけど。工

事が終わったのは、確か３月の15日か20日

ですわな。 

そのあとの分は書類の整理とかそんなん

で、30日までかかったか知らんけども、そ

の工事はね、大体２か月半ですわ。雨のと

きやら寒い時あったんでね、仕事ができな

いときもあったと考えるとね、休みも日曜

日を考えるとね、２か月間ぐらいの仕事で

すわな。それが5,000万円の土木や建築の常

識でね、２か月で5,000万円いうたらね、ほ

んまに大きい仕事やったらできるけども、

あのような小さい仕事でね、僅かやねえ、

２か月余りでね、5,000万円するのはね、常

識の範囲超えてますわ。 

それを参考として、東京ドームが終わっ

た時点から、業務を休んでたと言われまし

たわな。 

ところがね、東京ドームが終わっても高

山の協力者で、今現在も、12月もね、来年

３月まで行事予定立てて指定管理のとこを

ね、運営してますわ。 

そこで聞きたいのはね、この年間370万の

お金出てますわね。ほなそこの休館中って

おっしゃったけども、開いてたときに経費

はどれぐらいかかったんですか。全てまと

めて。 

370万もかかってませんわ。恐らく200万

もかかってないぐらいやね。それを何で370

万にしまんねんな。 

東京ドームなんか、570万ほどでっせ。同

じ管理費でね、ほんで何にも知りまへんね

や。銭の計算だけしただけや。 

いろいろ質問するけども、さっきの議長

の質問の中でね、１ヶ月かわずかしか着任

してないから過去の事わからんということ

はね、あったけども、昨日ちょうど東京ド

ームの打合せのときにね、前の町長、塩川

町長を訴えるとか、責任あるとかという話

出たときにね、それは違うでとね、町長と

してしてたんやから、今の町長が責任持っ

てせなあかんねやと。こういうことですわ。 

だから中谷課長もね、前のこともいろい

ろあったか知らんけども、責任持ってせな

あかんねん。だから、町の体制もちょっと

具合悪いと思う。 

一般質問でも言うたけどね。高山の幼稚

園が指定管理になってからね、何回見に行

かれました。イベントやなんかのときに行

かれたか知らんけどね。通常の時にね、ど
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んなことをやってんねんやろうということ

をね、見に行かれましたか。ちょっとさっ

きの答弁された方、答弁してください。 

○委員長（才脇明美君） 

中谷農林商工課長。 

○農林商工課長（中谷康彦君） 

はい。農林商工課、中谷です。 

先ほどの御質問の前段部分、どれぐらい

経費かかったかというところで、休館もご

ざいますが、令和４年度でかかったのは、

ざっと252万円。ここは休館も入ってますん

で、管理費とか入ってませんで、今、人夫

賃とかがもう、工事期間は来てもらってな

いので、丸々入ってないというところと、

あと利用されるのに、水道代とか光熱水費

っていうのは当然上がってくると思います

ので、その辺り、あと草刈りとか剪定とい

うところも入ってませんでしたんで、そう

いうところも今回加えさせていただいてい

るというところで、令和４年並みで、運営

したと仮定しましてその開館の日にちによ

って多少は前後ありますけども、一番かか

る概算の経費としては、372万1,000円ぐら

いかかるかなというところで試算しており

ますので、今回上限額をちょっと抑えまし

て370万円というところで設定させていただ

いております。 

前のことを知らないというのは、確かに

私の力不足というか勉強不足のところで申

し訳ございません。今までからって言った

ら怒られるんですけども、そういうような

チェック表というか、審査項目と実績が、

今まで確認するようなことはされてなかっ

たというところで、私のほうもそこは余り

注意が散漫やったというところもございま

すので、そこは次回に向けて改善させてい

ただくというところでお願いしたいと思い

ます。 

私のほうからは、以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

寺倉総務課長。 

○総務課長（寺倉義浩君） 

総務課、寺倉です。 

選定委員のほうが施設に行ったかどうか、

見学行ったかどうかというところですけど

も、選定委員会を今年度開催いたしまして

から選定委員として例えば合同で行ったと

かというとこはございません。 

ただ当然、選定委員のほうも今まで１回

もコミセンのほう行ったことないという委

員は当然おりませんけれども、コミセンの

場合はかつてとは施設の形態が大きく変わ

ってますので、今後こういった形で大きく

施設の形態が変わった場合というのは、視

察、見学ということも会議の中で含めて考

えていきたいと思っております。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、川上委員。 

○委員（川上 勲君） 

された答弁の中で、質問ようけ出てくん

ねんけどね。 

課長が答弁されたことね、ちょっとわか

りにくいねんけども、何回か行ってるか知

らんけど、あそこの幼稚園というか指定管

理のところが始まってね、何回か行かれた

かもわからんけどもね、やっぱりね審査す

る人は、その状況を把握せんとやね審査で

きんわね。その方が審査してまんねや。こ

れはおかしいと思うね。 

それと、さっき課長言われたように、草

刈りなんかしてないけど言うてるけどね、

毎年、あそこがもう学校のときから、毎年

ね、老人会が６月の初めに全部草刈りやっ

て、９月の初めに自治会が草刈りやって、

植木の剪定してまんねや。それで植木なん

か、今でもきれいに揃てまんねや。そうい

うことも考えてもらわなあかん。それ無償

ですわ。 
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普通、当たり前のようにさっと言われる

けども。だから私が言いたいのはね、370万

円もかかってないはずですわ。管理費、全

部でね。私が計算したところによるとね、

270万ほどですわ。それを370万、これは出

しすぎですわ。特に金が無い金が無いいう

て町言われますわな。改修するときは5,000

万も出しますねん。あんな仕事すんねんや

ったら2,000万円でできますわ。 

ほんで今回のね、指定管理も270万のとこ

370万、５年間ね。これはおかしいと思いま

っせ。 

私はもう１回ね、この議案を引っ込めて、

出し直せ言うたけども、一旦出した議案は、

議長が引っ込め言わん限りやね、これは町

のほうから言われへんからね。なんやけど

も。だからやっぱり、もう１回改めてちゃ

んと精査して高山の状況も調べてね、今後

の状況も花火打ち上げるいうかバラ色みた

いなことを書かれてやねえ、これはええこ

っちゃ思って乗ってもやねえ、結果東京ド

ームみたいにね何にもしてない。協力者が

イベントした分だけ。ほかのイベント、東

京ドームは考えて全然してませんわ。 

ほんで、儲けの金だけ持って行きまんね

や。今回もそういう具合になりうる可能性

は無いとも限らんわね。 

だから審査員ももうちょっと、状況を把

握して審査せないかんし、これはできるも

んかできひんもんかということも調べなあ

かんし、そして今回のね、グラッドですか、

そこが予定になったときにはね、真っ先に

行かないかんのはね、運営もそら行かない

かんけども、やっぱり地元の自治会長のと

こへ行かなあきまへんわ。これは第一です

わ。 

地元の人が協力するいうことはね、自治

会が協力するということですわ。自治会が

協力するいうことやね、自治会長が内容を

理解せなあきまへんねん。その自治会長の

とこへ行ったか行ってないのか知らんけど

も、まだ出てまへんわな。 

そういう状況やからね、私は今回、議長

にね、この議案は廃案にして、改めて出し

てもらうということをお願いしたいと思い

ます。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、中谷農林商工課長。 

○農林商工課長（中谷康彦君） 

農林商工課、中谷です。 

まずいろいろありましたけども、設定の

金額につきまして、先ほどの資料の４やっ

たかな。資料の４のほうにも、指定管理料

の提案金額というところで、申請者Ｂ以外

は全て370万円というところで、上限一杯一

杯の金額を挙げておられます。 

川上委員が所属されてるところにつきま

しても、370万円目一杯というところで、そ

れが高いという根拠がもう一つ。どことも

目一杯出されてるということは、そんなに

高い金額ではないかと判断をさせてもらっ

ております。 

地元の自治会へという話ですけども、12

月21日に、地元の自治会長を交えて、グラ

ッドさんが接触するというところで聞いて

おります。必要であれば、私もそこに参加

させてもらいますというところで、12月21

日に、地元の自治会にも御挨拶に行かれる

というところで聞いております。 

以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

マイクでお願いします。 

はい、川上委員。 

○委員（川上 勲君） 

自治会も今まで行ってないねんな。決ま

ってないのに何で地元の運営のとこ行くの。

おかしいねん。そやろ。 

○委員長（才脇明美君） 
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はい、中谷農林商工課長。 

○農林商工課長（中谷康彦君） 

はい、農林商工課の中谷です。 

順番はいろいろ前後あるかもしれません

けども、まずは、グラッドが地元の今活動

されてる団体さんところの力を借りながら

１月以降の事業も展開していきたいという

ところで、まずは、最優先して地元の活動

団体様のところに御挨拶に行かせていただ

いた。続いて日程調整が早いか遅いかとい

うのはございますが、当然、地元にもちゃ

んと挨拶せなあかんということで、12月21

日というところで日にちが設定された。ど

っちが先行けって言われるところちょっと

難しいとこありますけども、どちらにも一

応挨拶に、また接触するというところで聞

いております。 

以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、川上委員。 

○委員（川上 勲君） 

やっぱり第一に行かなあかんとこはね、

自治会ですとか自治会長ですわ。自治会の

協力がなかったら何もできまへんねや。運

営委員のとこはいつでも行けまんねんや。

決まってからでも。やっぱり自治会長は、

自治会では、一番内容もわかってるしね、

全て自治会ごと把握してんねんから。やっ

ぱり自治会長のとこに行かないかんという

のはね、自治会長がうちへ来てね、何やも

う決まって運営委員のとこ行って、決まっ

たようになっていろいろ話してんねんなと。

おかしいんじゃないかと。自治会長のとこ

へ来んのが当たり前やないか言うて、憤慨

して来はりましたわ。自治会長が。 

やっぱり自治会のとこへまず持って行か

ないかん。何事も。地元のことがわからん

もんが審査してもね、やっぱり間違いが起

こりますわ。せやから審査員になった時点

でね、やっぱり高山へ調べに行くことも必

要ですわ。私はそう思いまんねん。 

だから、今回のことはね、議会のほうで

これは廃案にして、もう１回出してくれと

いう具合にしてもらわんとね、具合悪いし、

私は、立場は一緒やけどもやっぱり運営委

員の一員としてはね、やっぱり目一杯370万

円で計算するのが当たり前や。人間として

は。当たり前、そういうこと。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、高木副町長、 

○副町長（高木 仁君） 

この指定管理の議案を上げさしていただ

きまして、今、川上議員を初め皆さんから

いろいろ厳しい御指摘を、議長も含めまし

ていただいております。中にはですね、ま

ず選定委員の現地、どの程度把握して、こ

れの選定委員会臨んでいるのかというとこ

ろは我々も、川上議員おっしゃるように、

反省すべきとこは反省しなあかんなという

ふうに思ってます。ただ、今回選定を行う

に当たりましては、この資料の中にござい

ますようにですね、各項目がございまして、

その選定基準に基づきまして我々選定させ

ていただいております。 

手前のほうで申し上げましたように、選

定するときの運営基準の中でもですね、川

上委員がおっしゃっておられるようなその

地域のコミュニティとの連携、協力しなが

らやっていくことということを条件に、今

回選定させていただいております。 

一般質問の中でも私答えさせておりまし

たけども、地域の中でどれだけ皆さんと連

携しながらやっていただけるのかっていう

ところも、今回プレゼンテーションを行っ

ていく中では、そういうところも我々とし

ては見さしていただいたつもりでございま

して、地域のコミュニティ運営協議会とい

う組織をですね、全くその無視してってい
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うんですか、置いてこの選定を我々が進め

てきたというわけではございません。決し

て。そこんとこを御理解いただきたいとい

うところがございます。 

それと、今直近で川上委員おっしゃって

るその地元の説明の入り方っていうところ、

我々はそれちょっと順番がテレコになって

たというところは、川上委員から御指摘い

ただいたとおりかもわかりません。ただ、

12月に入りまして、また自治会長のほうに

は、改めて我々のほうから御説明に行くと

いうところがございますので、そこは若干

ちょっと前後なっておったかもわかりませ

んけども、御理解いただきたいと思います。 

それと、あともう１点大きなところで御

指摘いただいております、この今まで何も

見てこなかったじゃないかというところで

ございますが、これは我々も反省はしない

といけないのかなというふうに思っており

ます。 

そこの施設さえ、面倒見といたらええね

んというわけではございませんでして、今

回グラッドさんというところであれば見さ

せていただいているのは、牧のほうでキャ

ンプ場やっておられます。そこのところも

我々、しっかりやっておられるなというと

ころを見さしていただいて、どういう事業

をこれからあそこで展開していっていかれ

るのかというところを評価させていただき

まして、いろんなことの可能性があるのか

なというところで我々評価させていただい

ておりました。 

あわせて地域の皆さんと一緒になって、

何か取り組んでいきたいというとこも、評

価させていただいております。 

そこんところ、これからですねしっかり

見ていかなあかんということ。ところが今

まで、できてなかったというところで今回

いろいろ議員の皆さんから御指摘いただい

てるのかなと思っております。 

そこんところは、先ほど担当課長が申し

上げておりますように、その事業のそこに

書かせていただいておりますバラ色のよう

なこと、これが本当にちゃんと実現できて

いくのかっていうところは、我々しっかり

これから見させていただきますので、そう

いった点も踏まえまして、議論いただけた

らなというふうに思います。 

よろしくお願いいたします。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、秋元副委員長。 

○副委員長（秋元美智子君） 

まず最初にお尋ねします。 

確かにいろんな提案打ち出してくれてま

すわね。それっていうのは、当然このグラ

ッドの費用ですよね。町の費用じゃないで

すよね。提案者ですよね。 

まず１点それを確認するのと同時に、今

回豊能町として、指定管理をする狙いは何

ですか。というのは地域活性化なのか、高

山右近のもっとした打ち出しなのか、その

目的をまずはっきりしていただきたい。 

３点目に、地域との連携なんですけど、

地域と連携を条件にしてるようですが、こ

の間に、地域と一緒に話し合える、あるい

は、あそこでの活動団体を呼んできて話を

聞くとかっていった場があったのか。これ

からの利用者のニーズを調査するじゃなく

て、そういう場面が先にあったかどうか。 

まずこの３点お尋ねします。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、中谷農林商工課長。 

○農林商工課長（中谷康彦君） 

はい。農林商工課の中谷です。 

提案の費用ですが、指定管理料とまたそ

の事業を展開するに当たっての収入がござ

いますので、そちらでやるというところで、

全てグラッド持ち出しっていうよりかは、
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指定管理料も、もちろん370万円というのを

提案されてますので、その中で事業展開し

ていくっていうところになります。 

２点目の指定管理の目的ですが、やはり

自治体だけでは、サービスに限界がござい

ますので、魅力的なそういう企画とか、も

ちろん地域振興とか、地域の活性化という

ところで重複になりますけども、そこを自

治体というだけの枠組みでは限界がござい

ますので、民間のノウハウ、先ほど今回提

案あったようなグラッドさんでしたら、キ

ャンプ場の経営もされてまして、よそから

もお客さんを呼んでいくっていうような力

もございますので、そういうところ、地域

の活性化、地域の方々との交流というとこ

ろを、今よりさらに推進していけるという

ところを目指しておりました。 

それと、地元との協議の場の設定ですが、

グラッドさんにつきましては、これから

追々というところで、指定管理の候補にな

ったのが11月の７日、発表が11月13日とい

うところでございましたので、今やってい

るというところです。 

行政として、地元との協議というところ

は、日にちはちょっと今ございませんが、

地元との協議は、この部分閉館するときか

ら、また改修工事、指定管理者選定に当た

って必要なところで、自治会様、自治会長

様、また自治会役員様、運営協議会様と協

議はさせていただいてたというところにな

ります。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、秋元副委員長。 

○副委員長（秋元美智子君） 

私がお伺いしたかったのは、まず地元、

もう活動団体もそうなんですけど、行政の

ほうが今回地域との協力、連携そういった

ところに力点を置いてるならば、なぜこの

選定の経緯の中で、そういった団体と応募

してきた団体と、何ていうかな、そこでニ

ーズを拾うっていう発想はなかったんです

かって質問です。またそれをしてましたか

っていうのが１件です。書いてないからね。 

はい、それと次ですね、確認です。てい

うことは、グラッドさんのほうの自社の経

費でキャンプ場やらイベントやらいろいろ

やってくださるっていう理解でいいですか。 

今回の300何万円ていうのは、事務所の人

件費みたいな感じで私受け取ってるんです

が、いかがですか。 

○委員長（才脇明美君） 

中谷農林商工課長。 

○農林商工課長（中谷康彦君） 

農林商工課、中谷です。 

ちょっと説明不足の部分もあったので再

度。まず資料１でも説明させていただきま

したとおり、この指定管理の導入に当たっ

ては５月の22日に、自治会のほうに、今後

の運営について、どうするかというところ

で、地元のほうで引受けていただくような

ことは可能かというところも話をさせてい

ただきました。 

自治会長より、町営というところもござ

いますし、地元では見れないというような

発言ございました。 

町といたしましては、もう地元でちょっ

と見れないというところがございますので、

指定管理者制度で募集をさせていただきま

す。またそれも公募による募集というとこ

ろで、お話をさせていただきまして、御承

認をいただいた。公募をするというところ

で事務は進めてまいってきたというところ

でございます。 

  グラッドの自費で、キャンプ場をするわ

けじゃないんです。キャンプ教室とか、そ

ういう事業というのも、もちろん管理費以

外で、そういうソフト面の事業も提案いた

だく、その管理費年間370万円という上限の
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中で、事業を展開していくというところで、

人件費のみではございません。そういうソ

フト面の事業も含めての管理料になってい

るというところです。 

○委員長（才脇明美君） 

秋元副委員長。 

○副委員長（秋元美智子君） 

私がお聞きしたかったのは、そのあとに

地元との連携云々というふうなことを条件

し、かつ何社か集まってるならば、そこに、

そういう関係団体、既に動いてる団体あり

ますね、活動団体っていう方たちが直接お

話しする考えはなかったのかって質問です。

ただこれはやらなかったんだと思います。  

例えば、ふるさとおこし協議会や何やと

かそういうふうな団体を呼んでというふう

な場面はなかったんですね。なおかつ今ど

んなに地元の団体がどんだけの団体が活動

してるかは、ここのグラッドさんは知らな

いという認識でいいですね。そうなると、

まずそれはそれでいいです。今後詰めてい

ってほしいと思います。 

でですね、もう１点のいろいろ提案され

てますね。確かに。私は、キャンプスクー

ルですとか、それから何とか外国のワーク

ができる人を呼んでとか、いろいろ言って

ます。 

それは全てグラッドさんの経費の中でや

ってくださるっていう、370万円の中でやっ

てくださるっていう理解でいいんですね。 

で、もう１点。もう１点ですよ。そもそ

もこの指定管理は、あそこの管理をするた

めのものですか。じゃなくてそれプラス、

地域の活性化、あるいは町がよく言う高山

右近の観光何とかで取り寄せるですよ。そ

こまで入り込んでるかどうか確認したい。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、中谷農林商工課長。 

○農林商工課長（中谷康彦君） 

はい、農林商工課の中谷です。 

事前に地元の活動団体さんと、申請者と

そういうような顔合わせの場はあったかと

いう質問ですが、会っていただくという機

会は提供しておりません。 

ただ、そういう団体さんがあるっていう

ところは、現場説明会また要項の中に書い

ておりますので、どこの団体さんまでは書

いてませんけども、そういう活動団体さん

があるということは、御承知いただいてお

ります。 

現場説明会の中で、今どういう活動をさ

れてるかというところも説明はしていてる

ところでございます。 

２点目のグラッドさんの370万円の指定管

理料を含めて、全部事業を展開するかとい

う件ですが、今、委員のおっしゃられたと

おり、ただ突発的な改修とかがございまし

たらその都度それは協議の上、やらせてい

ただくというところになっております。 

指定管理の範囲の三つ目、管理だけかと

いうようなところですけども、ソフト面の

運営とかっていうところも入っております。

範囲になりますけどもそちらも、要項等に

書いております。基本は条例で書かれてい

る目的を達成するための事業というところ

になります。 

観光までは入ってないんですけども、今

回そういうような観光、観光とまでは条例

上は謳っておりませんが、地元との交流、

ていうところが入ってます。プラス観光の

ほうも、力を入れていきたいというような

提案になっております。 

○委員長（才脇明美君） 

秋元副委員長。 

○副委員長（秋元美智子君） 

今回ね、指定管理が地元で管理するのは

もう無理だから、そのことだけお願いしま

すってのはまだ理解できんですよ。 
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ところがね、出てきたのがいろいろ何か

キャンプスクールだとか、何かイベントだ

のドローンだのくっついてくると、本当に

この金額でやってくれるのかと。 

でもやるっていう返事でしたから、今度

はね、実際提案したものができてるかどう

かのチェックリストって何なんですと、相

手の懐あてにしたイベントができてどうか

のチェックリストですかこれ。 

そうなるとチェックリストとかちょっと

理解できないんで、この説明お願いしたい。 

それともう１個、今言ったように単にあ

そこに事務所の管理じゃなくて、ほかにも

広げてますというならば、指定管理の成果

として、ならば、指定管理をグラッドさん

にしていただいたおかげで、関係人口こん

だけ増えました、移住者がこんだけ増えま

したというふうなところに成果を置いて、

ここも調査していただきたいと思うんです

けど、これはいかがですか。 

どうも370万円にちょっといろいろおんぶ

に抱っこに気の毒のような気がしますんで

お願いします。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、中谷農林商工課長。 

○農林商工課長（中谷康彦君） 

まず、１点目ですが、そういう交流人口

も、もちろん増やすっていうところも目的

にございますので、提案の中で370万で、あ

と収益、イベントをいろいろやるとかって

いうところで収益が出てきますので、その

中で運営していくという。370万円だけでや

ってくれっていう話じゃなくて、はい、収

益もありますので、そこを勘案しながら、

事業者が運営をしていくっていうところに

なります。 

もちろんどういう事業をやって、何人参

加されたかっていうところも、もちろん報

告としてもらわなあきません。 

チェックリストはもちろん、先ほどから

ずっとお話がありますように今までそこの

チェックが甘かったというところもござい

ますので、提案して放ったらかしっていう

ような状況にはならないようにチェックを

するというところでございますので、ここ

をなしにするということは今のところは考

えておりません。 

○委員長（才脇明美君） 

秋元副委員長。 

○副委員長（秋元美智子君） 

それで、グラッドさんの取組によって収

益も上がりますわね。その収益の中で、今

回グラッドさんが提案しているスクールで

すとか、またはすぐ出てこないけど、ここ

にもろもろ上がってるものをしてくれると。

そういう中でさらに町としては、それがで

きたかどうかチェックするとですね、なお

かつ今回の指定管理の目的である、交流人

口の増加ですとか、移住者まで行くかどう

か知らんけど、そういうふうなところにま

で効果が及んでるかどうかも、これは向こ

うの提案のチェックじゃないですよ。最終

の町として指定管理する効果っていうとこ

ろを見るとこまでは間違いないですね。そ

れだけ確認します。 

それと、このグラッドさんというのは、

一体従業員がどのぐらいいらっしゃるんで

すかね。２点だけ。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、中谷農林商工課長。 

○農林商工課長（中谷康彦君） 

まず１点目の件でございますが、もちろ

ん報告の中で全て数字、その辺の効果を見

るというところで、まず指標にあるのは、

来客数とか、参加数になってくると思いま

すので、そこら辺、今ベースが全くないよ

うな状況、過去の数字がございますけども、

今回新たな試みでやっていかれるというと
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ころで、まずどれぐらいのそういう人口が

出てくるかっていうところは、効果判定の

一つの材料かなと思っております。 

従業員の数ですが今ちょっとすぐにはわ

からない。すいません。 

○委員長（才脇明美君） 

またまだまだ質疑があると思いますが、

一旦休憩を挟んでから、午後から再開とい

うことはどうでしょうか。 

（「異議なし」という声あり） 

○委員長（才脇明美君） 

はい、休憩いたします。 

再開は、１時でよろしくお願いします。 

（午後０時１分 休憩） 

（午後１時00分 再開） 

○委員長（才脇明美君） 

休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

よろしいですか。 

はい、永並議長。 

○議長（永並 啓君） 

東京ドームの話も出てますけど、それは

もう議会にも選んだ責任がございます。今

までならまあそういう定期的な、ちゃんと

進捗ができてるかっていうチェックは議会

からほとんどしてませんでしたけど、こう

いうふうにできていないということがわか

ったんで、定期的なチェックが要るんだろ

うなというふうに感じてます。 

それで我々は選定委員に入っていないん

で、皆さん選定委員の方からいろいろ状況

を詳しく聞く必要があるんで、引き続きの

委員会になっておくことを御了承ください。 

どうしてもここの事業者さんが、全てが

令和６年度からも予定なんですよ。７年度

からも予定なんですよ。 

ほかのところはこれします、します、し

ますなんですけど、この予定っていうのは、

まだ全く、もしかしたらしないかもしれな

い。 

何をするんですかね。ここの事業者さん

の全て予定しか書いてない。ほかの三者は、

こういうことします、こういうことをしま

すって書いてるんですけど、そこの確認を

させてください。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、中谷農林商工課長。 

○農林商工課長（中谷康彦君） 

農林商工課、中谷です。 

すいません。この資料４の２、特に（２）

の具体的な事業内容のところで、令和６年

からとか、①・⑤については、令和６年か

ら、②・③・④・⑥・⑦というのは令和７

年度からというところの予定とかっていう

ところになろうかと思うんですが、提案書

のほうで、すいません、僕の書き方がまず

かったのかもしれません。一応行程表みた

いな形で、何の事業について、資料には付

けてませんけど、提案書のほうに、何年か

らその事業をやるかということを書かれて

るのを、私が予定というような形で、ここ

に書き入れたというところで、そこんとこ

ろは、行程表をそのまま僕が書き写したと

きに予定という言葉を入れて使ってしまっ

たというところです。すいません。 

○委員長（才脇明美君） 

はい。永並議長。 

○議長（永並 啓君） 

全てを行うことにしてはるんですかね。

事業計画の中では令和７年度からというこ

とは。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、中谷農林商工課長。 

○農林商工課長（中谷康彦君） 

農林商工課の中谷です。 

これはグラッドに限らず、全ての事業所

が提案というところで今、考えられてるこ

ういうような提案というところで、あと実

際にやっていく中でそこは変更なりはある
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と思いますけども、そこは協議しながら、

もし撤退するっていう場合もあるかもしれ

ませんけども、一応実行するというところ

で提案上げていただいてるので、実行して

いただくような形では、こちらのほう指導

なりチェックしていくつもりです。 

以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、永並議長。 

○議長（永並 啓君） 

グラッドさんが、何かどうしてもこうい

うソフト事業って、行政がすごい苦手な部

分かなとは思うんですけど、グラッドさん

のゴリラフィールドの若干の成功体験に引

っ張られてる感じがするんですね。そこを

引き合いに出されここでやってるから。で

もここのすごいのは、キャンプ事業では確

かにすごい。 

でもここに書いてる中では、デキル小学

校、観光業、福祉事業まで書いてるんです

よ。それは、どこにどういうノウハウを持

って担っていくのかっていうところは、ど

ういうふうに審査されてるのかなというと

ころが疑問にあるんですけど、そこはわか

りますか。 

○委員長（才脇明美君） 

中谷農林商工課長。 

○農林商工課長（中谷康彦君） 

農林商工課、中谷です。 

まず、個別でいきますと、デキル小学校

ですね、こちらのほうは、基本的にはＤＥ

ＫＩＲＵ ＷＯＲＫＳさんが協力してとい

うところになります。 

今実際に、具体的な内容で言いますと、

埼玉のほうだったかな、災害時のキャンプ

スクールみたいなとかをやっておられまし

て、災害時にどう火を起こしてやるかとか

どう生き抜いていくかとか、そういうよう

なスクールとか、防災教育も兼ねてのイベ

ントをやられておるようなことがあります。 

そういうようなところ、このデキル小学

校の一つのコンテンツとしてやられるとい

うような形では聞いています。 

福祉の部分ですが、これも理学療法士の

方がいてまして、一応ちょっと支援が必要

というか、ちょっと歩きにくいなっていう

ような方に対しまして棚田とか、自然を利

用してのウオーキングの教室とか、そうい

うようなイベントを提案されております。 

十分可能かなと思っております。 

以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、永並議長。 

○議長（永並 啓君） 

そこの人材面でも可能なんですか。そこ

の実績がちょっと見当たらないんで。今デ

キル小学校も今年度に設立した会社なんで、

ここでそれでっていうことになると、これ

からいろんな事業、指定管理とかで来たと

きに、ここでやってるっていうことは、他

のところでも１年未満の事業者さんであっ

ても、採用する可能性はあるというふうに、

オーソライズされていきますけど、そこは、

部署内ではそれでよろしいんですね。 

それとあと、福祉事業に関しては、そう

いうのは、どういう人材がされるのかって

いうところの確認をさせてください。 

○委員長（才脇明美君） 

中谷農林商工課長。 

○農林商工課長（中谷康彦君） 

農林商工課、中谷です。 

先ほどデキル小学校は、ちょっと今すぐ

に出てこないんですけども、他の自治体で

も、そういう今言いました防災観点から、

火起こし・テント設営とかいうような、防

災を兼ねたイベントの実績があるというこ

とを聞いております。 

これも福祉の場面のところですけども、
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先ほども言いましたように、理学療法士も

いてますんで、理学療法士が指導に当たる

ということで聞いております。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、永並議長。 

○議長（永並 啓君） 

デキル小学校というのは、防災学校みた

いな感じにとらえたらいいんですかね。小

学校ということではなくて、どうしてもデ

キル小学校というか子どもたちを対象にし

て何かいろんな、何かフリースクール的な

ことをちょっとイメージしてしまったんで

すけど、そういうものではなくて、もうキ

ャンプの延長線上にあるもので、防災のい

ろんな豆知識をやってみましょうというよ

うな理解でいいんですかね。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、中谷農林商工課長。 

○農林商工課長（中谷康彦君） 

農林商工課、中谷です。 

何個かありまして、デキル小学校ひとつ

そういう名前をつけてて、今言いましたよ

うなキャンプもですけども、地域食材を使

った食育というような自分らでちょっとつ

くって食べましょうって言うのとか、あと

は、地域特産物を使った何か商品開発とか、

こういうのはできひんかって言ってみんな

で意見を出し合うような、そういうような

集まりというかそういうイベントとか、そ

ういうのをイメージされております。 

それを一つ総称してデキル小学校という

ような名前で、学校っていうような名前付

けて、いろんなことを体験、子どもたちに

さしていこうっていうような企画です。 

以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、永並議長。 

○議長（永並 啓君） 

これは常駐ですか。イベントをされるな

らそういうイベントどのくらいあるのか、

常駐でコミュニティセンターを使って、い

つ来ても小学校的に通ってそういうのを学

ぶっていうのか、そうするとまた人材とか

費用の面とかも確認しないといけないんで

すけど、イベント的なんだったら、年にど

れくらいこういう火起こし体験みたいな、

どういうのかわからないですけど、そうい

うのをされるのかをお聞かせください。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、中谷商工課長。 

○農林商工課長（中谷康彦君） 

はい。農林商工課、中谷です。 

今の提案の時点では、そこまで詳細のと

ころ求めておりません。 

今後、年次協定とか、次年度の計画とか、

実際にはやっていただく前に、計画を出し

てもらいます。その中でどのような、何回

ぐらい、いつぐらいに開催してっていうと

ころは、計画で上げていきますので、今の

段階ではそういう何回とかっていうところ

まで詳細までは、どの団体のイベントにつ

いてもそこまでは求めていませんし、出し

てきてるところは特にございません。 

以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

永並議長。 

○議長（永並 啓君） 

でも最低何回とかあるんですよね。出し

て結局、この間のバスで東京ドームさんが

持ってくるみたいに４年間か５年間で１回

しか来てないみたいな感じで、１回イベン

トやりましたってことになったら具合悪い

から、年に最低でも何回っていうことは、

打診しておかないとね。また、５年間のう

ちで、どっかのタイミングで１回やりまし

たっていう実績になってもちょっとそれは、

多分課長の思っておられるのと違うのかな

と思うんで、そこら辺は、今そこまで言わ
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なくてもいいけど、最低これぐらいは年数

回はしますよねぐらいのはされてますよね。 

○委員長（才脇明美君） 

中谷農林商工課長。 

○農林商工課長（中谷康彦君） 

農林商工課の中谷です。 

提案の段階では、そこまではやっており

ません。予算も関わってくるところになり

ますので、計画を出していただくときに、

予算ももちろん出てきますので、それと、

こちら見まして、どれぐらいの頻度でやっ

てほしいか。また、今は全く白紙の状態で

すので、１年やっていただいて、もうちょ

っとこのイベント、人の集まりがよさそう

なんで増やしてくれとか、そういうような

ことは、今後細かいところは協議していこ

うかなと思っております。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、永並議長。 

○議長（永並 啓君） 

基本的にキャンプスクールもそうですけ

ど、基本的に常駐で何かをするっていうこ

とじゃなくて、イベント的に来て、開催し

て人を集めてっていうような事業になるん

ですか。 

○委員長（才脇明美君） 

中谷農林商工課長。 

○農林商工課長（中谷康彦君） 

農林商工課の中谷です。 

基本的にはそういうところで、常駐して

っていうところは考えておりません。 

キッチンカーの誘致にしても、一応毎月

来るというところで、月一遍のイベントや

るときには、そういった飲食が提供できる

ようなキッチンカーも呼ばせていただくと

いうところはございます。 

基本的にはイベントを単発で、やられる

ような計画となっております。 

以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

永並議長。 

○議長（永並 啓君） 

僕もキャンプするんですけど、キャンプ

スクールっていうのが、別に何も学ばなく

ても普通にキャンプするって言ったらわか

るんですけど、そこにスクールっていうの

は、どういう、何かこう人を呼んで、もっ

とすごい火起こしから全部を指導するよう

なスクールにアウトドアの達人みたいな人

をつくるのか、どういうのかが、そこにお

金払ってどういう人が来るのかもちょっと

全くイメージつかないんですけど、そこら

辺聞いておられれば、 

○委員長（才脇明美君） 

中谷農林商工課長。 

○農林商工課長（中谷康彦君） 

農林商工課の中谷です。 

キャンプスクールの開催の頻度は適宜と

いうところで、参加人数を見ながらやって

いかれるかなと思います。 

ここで事業の内容で出ておりますのは、

初心者向けのスクールを開催するというこ

とで、キャンプはしたいけども、キャンプ

用品を購入するハードルとかノウハウとか、

顧客へのアプローチ、全くのどっちかとい

うと初心者、これから始めよう、どういう

道具を選んだらいいんかとか、どういう道

具が必要なんかとか、そういうところのキ

ャンプスクールを提案いただいております。 

○委員長（才脇明美君） 

永並議長。 

○議長（永並 啓君） 

僕は達人向けかと思って、そっちのほう

が興味あるんですけど、初心者向けだった

らもう今、キャンプをほぼほぼ全部提供し

てくれるようなキャンプ場もありますよね。

何もしなくても食べ物から火おこしから全

部用意してくれても、ただ単にキャンプを
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感じるみたいなそういうのがある中で、初

心者向けのほうに、わざわざ高山に来てっ

ていうところをされるんですか。僕はどっ

ちかというとデキル小学校的のほうが、何

かもうキャンプはもういっぱい行ってると。

さらに深く、もう火から起こしてみようよ

とか、そういうような、ジビエも使ってみ

ようとか、そういうほうがちょっと魅力は

感じるんですけど、そこはそういう提案だ

ったのか確認させてください。 

○委員長（才脇明美君） 

中谷農林商工課長。 

○農林商工課長（中谷康彦君） 

永並議長おっしゃられたところもあるか

なと思いますけども、一応、今提案で運

営・管理をされるグラッドさんのほうの提

案として、今は初心者向けで。開催する中

でその辺はニーズに応じながらやっていく

と思います。今ここで、それも開催すると

いうところまでは言及されておりません。 

またキャンプスクールのほうは、こっち

のとよのキャンプフィールドのほうでもや

られておるみたいで、そちらでも実績があ

るっていうか、収入の見込み、参加者の見

込みもあるというところから、高山でも開

催したいというところで提案をいただいて

おります。 

以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

永並議長。 

○議長（永並 啓君） 

僕の方から最後になるんですけど、今回

ね、残念なことに東京ドームさんがプレゼ

ン等の内容を実際にしてくれなかって、そ

こら辺の指導なりも、なかなか体制として

できていなかったということですから、ち

ょっとそこら辺は議会としてもこれから注

視していく必要があるのかなあと定期的に

どうなってますかっていうのを、指定管理

についても報告なりをもらったり、そうい

うのをしていく必要があるのかなと思いま

すけど、ぜひとも指定管理に可決されまし

たら、そういう先ほど中谷課長がおっしゃ

られてたどういうふうにチェックしていく

のか、どういうふうに指導していくのか、

守らなかったらどういうことをペナルティ

ーじゃないけど、最初のプレゼンが夢にな

らないような形で実現できるようにしてい

けるのかっていうところの、もうぜひとも

もうすぐに考えていっていただきたいと思

います。私のほうから以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

中谷課長、先ほどの、ここの従業員の人

数調べていただきましたか。 

はい、どうぞ。 

中谷農林商工課長。 

○農林商工課長（中谷康彦君） 

農林商工課の中谷です。 

申請書のほう、団体関係調書というもの

を取っております。その中では、正規職員

が現在10名、その他の職員、臨時の職員や

と思いますけども６人というところで報告

ございます。 

以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

ほかに質問ありますか。 

はい、川上委員。 

○委員（川上 勲君） 

昼から早く終わるという話もありました

けども、せっかくしんどい目して昼飯食い

に行ったんで、昼からもちょっと時間取っ

てもらってやね、長引きますんでよろしく

お願いします。 

まずね、提案内容はね、ほんまの高山が

望んでる高山右近のことは全然書いてませ

んわな。町かてね、町長、高山右近に関し

てのイベント、例えば10月にやったね、右

近フェスタ、あれも町長来て挨拶されまし
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たわな。 

ところがやねえ、初めからやね、もう何

年かな、高山右近の石像建ててからでもね、

10年以上なりますわな。町の世話は全然な

ってませんねん。一銭も貰ってませんねん。

金貰いましたか。最近は何か貰ってるよう

な話も聞いたけど。ほんで、そのくせ町長

はやね、１番に挨拶しまんねや。人的には

貰ってますわね。せやけど実際、金が要る

ことは一銭も貰ってません。 

今回ね、お金をくれ言うてませんで。今

回ね、このグラッドの中にもね、高山右近

のことを含んでおれば、別にどういうこと

ないけどね。全然含んでまへんわな。それ

もちょっと問題あるし。 

それから、これは今回の指定管理者に関

係ないけども、指定管理の幼稚園、改修し

てもらいましたわな。プレハブの業者です

わ、関西ハウスというのはね。ほんだらね、

どないしたかいうたらね、便座なんかね上

だけ取ってね、新しいとこ据えてまんねん。

旧校舎はもう放ったらかしですわ。ほんで

旧校舎はね、緊急時の避難場所になってま

んねん。トイレできまっか。体育館の女子

トイレは、全然使えへんしやね、もう何年

になりますあれ。修理してくれ言うてから。

そんな状態でね、この新しいもんだけ指定

管理者にしてやね、旧校舎は放ったらかし

や。旧校舎は使うたらいかんいうてなって

んねんけどね。この関西ハウスはやね、現

場事務所で使ってますわ。もう無茶苦茶、

考え方が。そう思いまへんか。 

今回グラッドがやね、おそらく５年間の

うちになし崩しになる可能性もあると思い

まっせ。その辺どないでっか、町長。どな

い思われます。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、町長。 

○町長（上浦 登君） 

川上委員のですね、高山に対する地元へ

の熱い思いというのは十分伝わってまいり

ます。もともとね、小学校やったというこ

とで。 

ちょっと変わりますけど、私も10人ほど、

高山から私と同級生がおりまして、中学校

では、一緒にさせていただきました。よく

高山にも行きましたし、支援者もおります

のでね、高山に対する思いは本当にあれで

す。 

ただ今日ですね、御議論いただいてます

のは、指定管理ということで、今委員がお

っしゃってます、旧校舎ですね、旧校舎の

扱いについては、非常にですね何ていうん

すかねこう、ちょっとぶれる形でですね、

地元の方々にですね、御説明も迷惑をおか

けしてるんではないかなと思っております

ので、その辺も含めましてですね、今回の

指定管理者もですね、ちょっと模索してい

くというようなことも申しております。 

ただ、業者に任すということではなしに

ですね、私どももですねしっかりとですね、

校舎のですね、後の有り様についてもです

ね、しっかりと決めさせていただいて、地

元の方々にも御理解をいただくというのは

当然のことだと思います。 

それから、右近のことですけれども、右

近だけではなしにですね、何よりもですね、

建物については、地域の地元の方々と良好

な関係、これがないと何も進めないと私は

思っておりますので、そこはもう原課もわ

かっていると思っておりますし、それから

委員もわかっていただいてると思いますし、

それから一番わかってるのは業者だと思い

ますので、それは本当にちょっとくどいで

すけど、何よりも地元の方々と良好な関係

を持って進めていくいうようなことが大切

だと思っております。でないと地元の活性

化だとか地元のコミュニティだとかそんな
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ことはもう語れないと私は思っております

ので。 

右近のことについてもですね、それはち

ょっと別ですけども今日の議題とは。私た

ちも、委員にいろいろと教わりながらです

ね、右近のことは勉強させていただきまし

たし、右近フェスについてももう、例えば

今年なんかでしたら、そんなに町の職員が

行ってスタッフとして行くこともなかった

ですけれども、当初はですね、ほぼほぼ町

のスタッフが行って、進行なんかも含めて

ですね、スタッフとしてボランティアとい

うかさせていただいたということで、確か

に、経費的なものについてはですね、もう、

住民さんのレベルでですね、やっていただ

いてるというのは非常にありがたいことで

ございますが、引き続きですね、私のほう

からもですね、このグラッドさんに決まり

ましたらですね、私のほうからも直接、社

長にですね、右近のことについても、これ

までのことのですね、なさっておられたイ

ベント事業についてもですね、大事にする

ようにというようなことは申し述べていき

たいと思っておりますので、よろしくお願

い申し上げます。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、川上委員。 

○委員（川上 勲君） 

町長、今決まったら、これも高山右近の

ことも言う。何も言ういうておっしゃいま

したけどね、やっぱり決まる前にこれを言

うて決めてもらわなあかんちゃいまっか。

決まってから、言うてすんのやったら誰で

もやね、応募して決まってからしまっせと

言えまんがな。それはやっぱり、違うと思

う。 

それから、あそこ放ったらかした、便座

だけ取った、それはあれでっか、請負の中

にね、それは入ってまへんのか。どないで

っか。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、中谷農林商工課長。 

○農林商工課長（中谷康彦君） 

農林商工課、中谷です。 

まず右近フェスタとかのイベントの話に

なりますけども、こちらのほうはもう、先

ほど来説明させていただいてるんですけど

も、地元のイベントとか、町のイベントも

ですけも、そこは積極的に参加することと

いうことで、最初に要項のほうでそこら辺

を謳っておりますので、十分協力いただけ

るものと。また協議の場でも、そこら辺は、

こういうイベントがありますよというのは、

お話しさせていただいて、あとは今、右近

顕彰会のほうで右近フェスタにつきまして

は、主体でやっていただいてますので、ど

ういう協力するかというところはまた追々、

顕彰会様と協議はしていっていただけたら

なと思っております。 

現在、便座の移動が、請負の工事費に入

っているのかっていうところの話ですけど

も、地元さんと協議する中で、ここをこう

してくれとかっていう、変更何か所かござ

いました。その中でできるだけ要望におこ

たえできるような工事をというところで、

節約できるところは節約して、そちらに回

すというところで、いつもおっしゃられて

ます便座一つにしても、まだ新しくいいも

のでしたので、次の幼稚園棟を改修すると

ころに持って行かせていただきまして、そ

の要望に応じた改修をできるだけできるよ

うな形で、費用を抑えるというところで、

便座のほうも持って行かしていただいたと

ころでございます。 

以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

マイクでお願いします。 

はい、川上委員。 
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○委員（川上 勲君） 

そういう話じゃなしにな。その設計費用

の中にな、便座の件が入ってるのか。もっ

と言えば、料理教室のフードが入ってんの

んか。机や椅子やらも入ってんのんか。全

部古いとこから持って来てますわなあ。そ

れ全部込んでまんのんか、抜いてまんのん

か。抜いて5,000万でっか。それを聞いてん

ねや。 

○委員長（才脇明美君） 

中谷農林商工課長。 

○農林商工課長（中谷康彦君） 

農林商工課の中谷です。 

利用できるものは、全て移設するという

ところで設計やっていただいておりますの

で、そういった形で最初からその予定で、

途中で最初から新品が入るというような設

計は組んでおりません。利用できるものは

移設するというような形で、設計組んでお

りますので。はい、説明以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、川上委員。 

○委員（川上 勲君） 

ほんなら便座の上だけ取って、ちょっと

取りなさいということ言うてまんのか。そ

んなアホなこと言うてまへんやんな。 

○委員長（才脇明美君） 

中谷農林商工課長。 

○農林商工課長（中谷康彦君） 

農林商工課、中谷です。 

今アホなことと言われましたけども、ア

ホなことを言っております。 

以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

川上委員。 

○委員（川上 勲君） 

いや、そんなもん、言うてへんのは常識

やな。もっと言えばね、この指定管理の話

は関係ないけども、もっと言えばね。あそ

このとこをやね、24時間トイレを使えると

いう設計してくれと言うて、中からも使え

る外からも使えると、こういう話やな。と

ころが中からは使って、外から使うのは難

しいから。 

○委員長（才脇明美君） 

川上委員、この条例とまた違う話ですの

で。 

○委員（川上 勲君） 

違う話や言うてるやん。でも関係あるが

な。今後のことに関係あんねん。トイレの

話は、今後の事に関係あるからな。24時間

使えるという話でしたわな。24時間使うか

らね、せやから外に付けたんですやろ。と

ころが、開館９時から５時までは、鍵を開

けて使えるけども、それ以外は使えへんね

ん。 

もっと言えば私事になるけども、うちの

トイレ24時間使てもうてまんねや。この前

もね、身体障害者が、手をくくって走って

ますわ。そこの事務の人が、いつもトイレ

使わせてくれてありがとうございますと、

掃除ぐらいさせてもらいますいうて、掃除

をしてもらいました。 

だから24時間使えるトイレをしてくれと

いうたところが、結局何も使えへんねや。

事務員がおるときにだけ使えるだけや。今

後やね、このグラッドがね、24時間使える

ようにしてくれまんのか、それを聞ききた

い。 

○委員長（才脇明美君） 

中谷農林商工課長。 

○農林商工課長（中谷康彦君） 

農林商工課、中谷です。 

まず、トイレの24時間っていうのは、う

ちのほうから決めてるわけじゃございませ

ん。私、個人的にも24時間開けたほうがい

いかなと思ってます。そこは管理者の方に

も、地元の方、同じく川上委員も一緒にな
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られてるグループさんの一員にもなります

けども、24時間開けたらどうですかってい

う、御提案をさせていただきましたけども、

やっぱり防犯上も問題あるんで、閉めさせ

ていただくと。川上委員は、24時間開けた

ほうがいいっていうところで、ほかの方は

そういうような考え方がないっていうとこ

ろで今閉めてる状況です。 

そこは、管理の関係もありますけども、

私も、休館日がありますので、サイクリス

トの方とかおられますので、ここは24時間

開けたほうがいいかなと思います。そこは、

決まりましたら、協議をさせていただきた

いと思っております。 

以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、川上委員。 

○委員（川上 勲君） 

他の方はね、経験してないからわからへ

んから言いまんねん。私は経験してるから

言うてんねん。そやから今度、グラッドが

１月からすんのにね、常駐して24時間開け

るんか。それとも他の方法で開けるんか。

やっぱり24時間開けてもらいたい。 

せやから外から入れるようにしましたん

やろ。高山にはトイレあるけれどね、神社

にあるけど神社まで行かれん、あそこ、高

山のやってる墓は下にもトイレあるのかな、

ないんかな。それ知らんけどやね、墓はな

いんか。北摂霊園は、そらあるわいな。あ

るけども夜はやってまへんねや。トイレの

営業はね。そやから、今回新しくつくるの

にね、してくれいうて要望したんですわ。

結局使わへん。今の状況ではね。そやから、

このグラッドは使えるようにぜひともして

もらいたい。できますか。 

○委員長（才脇明美君） 

中谷農林商工課長。 

○農林商工課長（中谷康彦君） 

農林商工課の中谷です。 

できますかというお答えは、ここではち

ょっと断言はしませんけども、一応要望と

しては、お聞きさせていただきます。 

私が考えるところは、一旦開けさせても

らって、あとそこで防犯上問題があるとか、

出てきた場合はその都度対応させてもらっ

たらいいかなと思います。 

今はそういうところで、そういう個別の

御要望とかっていうところはまた協議させ

ていただきたいなと思いますんでよろしく

お願いいたします。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、川上委員。 

○委員（川上 勲君） 

今の話ちゃいまんがな。あれを改修する

前の話でんがな。今降って湧いた話ちゃい

まっせ。それを言うてんねん。せやからも

う時間長引いだらあかんわね。 

せやからね、町の言うことはバラバラ。

課長の言うたこともやね、審査員も全然ね

高山見に行ってないし。全部が全部や言い

ませんで。大西政策監なんかはやね、しょ

っちゅう高山へ来てね、やってもうてまし

たわね。ほかの方はね、やった人あるんか

ないんか知らんけどね。そういうことを言

うてまんねん。 

ただ提案したきれい事と書いとるきれい

事とあわして、こらきれい事でええなと思

ったらええ点数なる。私はそう思てまんね

ん。 

以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、秋元副委員長。 

○副委員長（秋元美智子君） 

さっき御説明の中で、常駐じゃないと事

務所。ちょっと聞き間違えてたか、もし常

駐ならば何曜日から何曜日で何時から何時

ってのを教えていただきたいし、現在、確
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かに土日あそこでケーキを作っている方も

いらっしゃいますし、そういったところの

関係はどうなっていくのか。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、中谷農林商工課長。 

○農林商工課長（中谷康彦君） 

農林商工課、中谷です。 

募集要項にそこら辺全て書いておりまし

て、基本的に開ける曜日は、金、土、日、

祝日、それと予約の入った日を開けるとい

うところで、時間は９時から５時までとい

うところで、ただ、条例上は10時までＯＫ

ですので、それも予約があればその時間ま

で延長するというところで考えております。 

以上です。 

○副委員長（秋元美智子君） 

はい、秋元副委員長。 

だから常駐じゃないっていう言い方だっ

たんですね。はい、わかりました。 

それでですね、先ほど東京ドームの事出

てますけれども、何が一番気になるかって

言ったとき、今回の中でイベントをするか

どうか、できるかどうか全部相手の財力、

それからそのイベントでの利益、そういっ

たとこに関係してくるんだけども、私は、

右近フェスタやった経験上、あそこで利益

あげるの非常に難しい。 

だから、もう一遍確認するけど、東京ド

ーム自ら利益を上げるような形になってた

んですか。それでも東京ドームも知らん顔

したのかな。 

それとも最初から事務所管理だけだった

のかな。ここのところをちゃんとしっかり

押さえておかないと、自分でもこの先ちょ

っとどう理解していいかわからないと。お

願いします。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、中谷農林商工課長。 

○農林商工課長（中谷康彦君） 

農林商工課、中谷です。 

東京ドームさんの場合は、今まで運営協

議会さんがやっていただいてたイベントを

中心にというところで、そちらを中心にや

っていくというところで、今回のグラッド

さんとは全然提案内容が違いまして、今回

のグラッドさんにつきましては、いろんな

イベントを開催して、そこを収益を上げて

いってっていうところは東京ドームさんと

は全く違うところになってきます。 

○委員長（才脇明美君） 

ちょっとすいません。川上委員、嘘ばっ

かりって言うてはるのは、もうちょっとマ

イクで言ってください。どういうことです

か。 

○委員（川上 勲君） 

東京ドームもね、事務所の管理だけじゃ

なしに、ほかのこともいろいろしてまっし

ゃろ。 

その例がやね、マイクロバスか何かでや

ね、高山へ人間はようけ運んできてやね、

イベントやって、ようけ運んできてするよ

うなことを書いてたはずですわ。せやない

とバスなんか必要おまへんがな。そのイベ

ントもね、高山の協力者が全部やってまん

ねん。課長か係長か次長か知らんけど、わ

かりまっしゃろ。せやから嘘ばっかりや言

うてんねん俺。 

○委員長（才脇明美君） 

中谷農林商工課長。 

○農林商工課長（中谷康彦君） 

農林商工課、中谷です。 

イベントを運営協議会さんは、実態とし

てというか主管されてやってるっていうの

は、それはわかります。 

それは当時の指定管理者の東京ドームさ

んと協議会さんが、協議の上で東京ドーム

さん主催、実際に運営するのは、運営協議

会さんっていうようなことで、そこに対し



44 

ての対価とかも支払われてるような報告上

がってますんで、そこは運営協議会さんと

東京ドームさんとの話がついてるもんとこ

ちらは認識しております。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、秋元副委員長。 

○副委員長（秋元美智子君） 

私は東京ドームでやったイベントで、参

加したのは、蕎麦打ちだけなんですけども、

蕎麦打ちは参加しました。ああいうところ

をすることを条件に、東京ドームの指定管

理は進んでいたんだなあという理解でいい

かなと。 

今度の場合はそうじゃなくて、最初から

そのイベントに対する町からの何ていうか

な、経費的なものはなく、お金の中で、200

万円ぐらい下がってますけど、全てやって

ちょうだいねと。そちらで利益を生んで、

やってちょうだい。やりますって話ですよ

ねっていう、そういう理解です。先ほどこ

れを理解させてもらいました。 

それと地域の団体とかおっしゃってます

けど、これ具体的にどこを言ってんですか。

運営協議会の地元のね、ふるさとおこしと

かあるけど、ほかに幾つあるのかちょっと

教えてください。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、中谷農林商工課長。 

○農林商工課長（中谷康彦君） 

農林商工課、中谷です。 

以前から、協力いただいてたというのは、

高山コミュニティセンター運営協議会さん

という団体さん、こちらのほうにイベント

をお願いしてたというところですので、そ

こを引き続いてお願いしたいというところ

です。 

あとは、地元のイベントなり、そういう

祭りとかには、積極的に参加していただき

たいというような内容で募集かけておりま

すので、はい。そこは主催とはまた違いま

すけども、そういうイベント等には協力し

てくれというような条件で募集しておりま

すので、必ずやっていただけるもんと。や

っていただくというところで、確認はして

いきたいと思っております。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、秋元副委員長。 

○副委員長（秋元美智子君） 

地元と協力してやっていく、これまでの

団体も大事にしてやってくっていうのも、

コミュニティ運営協議会ですね。そこだけ

ですね、確認します。 

何でかっていうと最初に地元と協力して

ちょうだいとか、そういうふうな話だけど、

そのときにいっぱい幾つも幾つも団体があ

るのかなあというふうに思ったので聞いて

ます。 

○委員長（才脇明美君） 

中谷農林商工課長。 

○農林商工課長（中谷康彦君） 

農林商工課、中谷です。 

今具体的に活動されているのは、ふるさ

とおこし協議会さんもありますけども、今

ふるさとおこし協議会さんと連携して何か

イベントをやってるっていうところはござ

いません。 

今後そういうふるさとおこし協議会さん

の強みがあって、そこと連携したいという

ようなグラッドさんの意向でしたらもちろ

ん、一緒にコラボしながら、協力しながら

イベントは開催される可能性は、また新た

な団体も出てきましたらそこと協力してや

っていくというのは今後、考えられるとこ

ろかなと思います。今の段階では、実態と

しては、運営協議会さんと連携をしていっ

ていただくというところ、具体的なところ

はそこのみというような形で思っておりま

す。  
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以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、坂田部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

はい、都市建設部、坂田です。 

ちょっと先ほどの課長の補足させてもら

います。 

今までもそうなんですけども、地元をは

じめ自治会さんはじめ、高山の運営協議会

をはじめ、あと右近顕彰会さんはじめ、あ

とふるさと協議会さんはじめ、皆さん様々

な協議会さんとも、これまで連携してきて

おりますので、今後も引き続きそういった

ものをしていけたらなということで、私の

ほうも思っております 

○委員長（才脇明美君） 

秋元副委員長。 

○副委員長（秋元美智子君） 

  そうすると最初の話に戻りますわね。今

回なんでね、川上議員の話じゃないですけ

ども、地元で活動してる団体入れなかった

のかと、選定委員の中に。そのときなんか

利害関係みたいなことは、話が触れてまし

たね、さっき。今回のこの運営協議会に利

害関係が出そうなんですか。たった１団体

だけならば、十分にお話入れてあげてもよ

かったと思うけど、ちょっとそこがね、し

っくりしないんですね。これ幾つも幾つも

団体があってね、それだったらやむを得な

いだろうなって内心思ったんすが、勝手に

想像してたから。聞いたけど、一民間のボ

ランティア団体ですわね。これが入れなか

った理由がよくわからない。 

それともう１個お尋ねします。今までや

ってたイベントをそのままこの運営協議会

にやってもらうような説明された。ここも

ちょっとよくわからない。お願いします。 

○委員長（才脇明美君） 

中谷農林商工課長。 

○農林商工課長（中谷康彦君） 

農林商工課の中谷です。 

選定委員会の委員の選定につきましては、

利用者とか入れるっていう、前回からほか

の案件でも、そういうのは指摘されており

ますけども、今選定委員会の規則の中に、

そういう地元とかっていうところはござい

ませんので、今は入れてない状況で、これ

は今後また検討は必要かなと思います。 

今まで、やってもらってた運営委員さん

のイベントをそのままやってもらおうかと

いうところですか。 

一応年間通してよく、主としてやられて

るのが、野菜の収穫とかそういうのがあり

まして、もう年間で決めておられたり、種

の植付けとか、そういうのもやっておられ

ますので、そこは引き続きやっていただき

たいなというところでお願いしてますし、

各申請者におきましても、そこは尊重して

もらうっていうような形で募集かけてます。 

そこに、今回グラッドさんは、そういう

キッチンカーもイベントのときには、呼び

込むというような、プラスアルファでその

事業を継続しながら、新たな形というか、

プラスアルファの提案を上げてきておられ

るというところです。 

以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、秋元副委員長。 

○副委員長（秋元美智子君） 

先ほど、委員長は主語がないからはっき

りわからないって言われたんだけど、今お

っしゃったのは、これまで運営協議会をや

ってきたイベントはそのまま運営協議会が

やってくれるようお願いすると。そのイベ

ントの中に、キッチンカーが来てもらうよ

うにグラッドさんは協力しますよっていう、

まず１点これですよね。 

私ちょっと説明聞いて思ったのは、今ま
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で運営協議会がやってたイベントをグラッ

ドさんがやるわけじゃないですよね。ある

いはグラッドさんが呼びかけてイベントす

るわけじゃないですよね。そこのちょっと

主語述語がちょっとわかんない。主語がわ

からなかったんで確認します。 

○委員長（才脇明美君） 

中谷農林商工課長。 

○農林商工課長（中谷康彦君） 

農林商工課、中谷です。 

あくまでも主催は先ほども説明しました

ように、株式会社グラッドです。運営する

のは、グラッドです。 

そこにイベントを実際にやられる主管、

実際にやっていただきたいのは、運営協議

会さんで、そこにグラッドさんと運営協議

会さんで、どういった条件、費用は全部ど

っちが見るかとか、参加費をどっちがどう

とるかっていうのは、グラッドさんと運営

協議会さんの話合いの中で、そこは決めて

いただきたいなと思っております。 

グラッドさんがいきなり、そういう収穫

体験とかっていうのはできませんので、そ

こは継続してお願いしたいというところに

なります。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、秋元副委員長。 

○副委員長（秋元美智子君） 

今の形態、東京ドームとかそれだったん

ですか。そこは同じなんですね。その形態

を、ただ東京ドーム何もしなかったいうよ

うなもんじゃん、やっぱし。何もしなかっ

たねっていうふうな受け取り方になるんで

すよ。 

私はあそこはあれで、地域の方たちが自

分たちでそういう団体をつくって、お芋堀

りやらやってたと思ったけど、それも考え

たら東京ドーム主催だったかなと、今にな

ってね。でも実際やってるのは、地域の人

たちの協力を得てたと。今回それはそのま

ま地域の人たちに引き継いでもらいたいと。

そこに今度はグラッドさんが、キッチンカ

ー持ってきますよという協力ですね。グラ

ッド自身は何かイベントするんですか。お

尋ねします。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、中谷農林商工課長。 

○農林商工課長（中谷康彦君） 

農林商工課、中谷です。 

そこはこれからグラッドさんが運営する

ので考えていただくことになると思います

けども、基本的に何するかと言いますと、

申込みの受付とか、そういうところはせな

あかんと思います。あとＰＲももちろんグ

ラッドがやることになると思います。そう

いうような棲み分けになるかと思います。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、秋元委員長。 

○副委員長（秋元美智子君） 

当たり前の話ですけど、これは地域の方、

例えば高齢化でできなくなっても、グラッ

ドはやってくれるっていう理解でよろしい

ですね。今までのこのイベントはお芋堀り

やら何やらっていうのは、 

○委員長（才脇明美君） 

中谷農林商工課長。 

○農林商工課長（中谷康彦君） 

農林商工課の中谷です。 

地域の方、今までやっていただいてる方

が、もうしないという場合は、違う形で何

らかの農村地域の活性化の事業というとこ

ろで、収穫体験が全てじゃないと思ってま

すけども、条例にも載ってますように、そ

ういう事業をやるセンターやというところ

で記載されておりますので、それに従った

ような事業は、違った形で展開していくこ

とになると思います。 

以上です。 
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○委員長（才脇明美君） 

はい、川上委員。 

○委員（川上 勲君） 

このグラッドは、５年間すんねんけどね、

聞くところによると、幼稚園の園舎の中で

今、調理室作ってもうてますわな。聞くと

ころによるとやね、調理室は結局使えんと。  

例えばね、餅つきをしますわな。ほんな

ら、餅をつく人は、餅つき体験でもちろん

つくんねんけどね、それを食べたりするの

は人がして、持って帰るのもその人が持っ

て帰ると、他の人はできひんと。他の人が

ついて餅を食べたり、持って帰ったりはで

きへんと、こういうふうに聞いてんねんけ

ど、結局、そこの中で調理した人が、全部

調理した分を処分せんなんと。他のもんが

して、他のもんが食べられへんということ

聞いてんねんけども、どないでっか。 

○委員長（才脇明美君） 

中谷農林商工課長。 

○農林商工課長（中谷康彦君） 

農林商工課の中谷です。 

それは、施設上の問題とかじゃなくて、

保健所管轄の食品衛生とかそちらの話にな

ってくると思いますんで、こういう場合は、

行けるけど、こういう場合はあかんとかっ

ていうのは、その都度保健所なりで相談し

てもらわないと、今ちょっとどうですかっ

ていうの私も詳しくないので、ちょっとお

答えができないような状況です。すいませ

ん。 

○委員長（才脇明美君） 

川上委員。 

○委員（川上 勲君） 

課長補佐いうのんか、その人は、保健所

行って聞いてまっしゃろ。できひんいうこ

とを。せやから真菜漬もできまへんねん。

真菜漬するんやったら別の建物こしらえて、

別のところでせえと。こういう具合に言わ

れてまんねや。そんなもん別の建物建てて

あそこできますか、実際が。 

ということはね、調理室は、もうほんま

に限った使い方しかできひんねん。そうい

うことは、このグラッドは知ってまっか。

恐らく知りまへんやろ。 

課長、どないですそのへんは。 

○委員長（才脇明美君） 

中谷農林商工課長。 

○農林商工課長（中谷康彦君） 

農林商工課、中谷です。 

例えば、料理教室みたいな地元の素材を

使ってとかっていうようなところは、都度

保健所と多分打合せはしていたいただくこ

とになろうかと思います。 

その真菜漬が、今後できないようになる

ん違うかっていうところは、食品衛生法が

多分改正されたために、よくある梅干しが

できないとか、いろいろ漬物が今まで販売

できてたものができないとかっていうとこ

ろで基準が変更になってると思います。 

そこは基準に合わした形でやらなあかん

ので、その前のところでも多分小学校のほ

うに調理室があったときでも、多分真菜漬

は食品衛生法上では、駄目だっていうこと

になろうかと思いますけども、そこら辺は

どういう方法でできるか、継続できるかっ

ていうところは考えていかなあかんと思い

ますし、真菜漬に関してはもうグラッドさ

んは、それは地域のふるさとおこしかな、

運営協議会さんかな、活動の中でやられて

いるところなんで、そこはできる方法あれ

ば、模索はしていかなあかんかなと思って

ます。 

以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、よろしいですか。 

ほかよろしいですか。 

（「はい」という声あり） 
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○委員長（才脇明美君） 

質疑を終結いたします。 

暫時休憩いたします。 

再開は、放送をもって連絡いたします。 

（午後１時56分 休憩） 

（午後２時10分 再開） 

○委員長（才脇明美君） 

休憩前に引き続き会議を再開します。 

これより討論を行います。 

はい、川上委員。 

○委員（川上 勲君） 

この議案に対しては、反対をいたします。 

その理由を今から申し上げます。 

中谷課長は辛い立場で、嘘も言わなあか

んし辛い立場や思いまっせ。さっき控室で

ね、５月22日に高山自治会に指定管理をし

てくれということを持っていったんやね。

指定管理を持っていきましたんか。違いま

すやろ。職員の金の計算だけの話を持って

きたというて私聞いてます。それができひ

んからやね、北摂興業に持っていったって。

北摂興業はただではできへんから、プラス

アルファしてくれと。プラスアルファして、

北摂興業の職員も計算しとるから、ついで

やから２人分ぐらい計算できるということ

で引受けたんや。北摂興業はやね、やった

んは町からもうたお金を計算してね、それ

を職員に持ってきただけ。ほかのことは何

もしてない。それが、指定管理をしてくれ

たということに繋がりまっか。私は繋がれ

へん思う。 

それとね、そこの調理室、それもね十分

に使われへん。今の状況では。それはほか

の職員も知ってますわね。 

今のやり方は、花火を打ち上げたきれい

事ばっかりでやってまんねん。そらグラッ

ドはね、ええことも言いまっしゃろ。ほん

で、するかもわかりません。 

そやけども、やっぱり高山の住民が中心

になって、今まで12年間かね、なかなか参

加してくれない。それは今後やね、時をか

けて参加してくる方法を考えてね、してい

かんとやね、ただ、あそこで高山の小学校

を利用して、花火を打ち上げて他のとこか

らね、参加する人が増えてもね、高山地域

はどっちも発展しない。これが実情ですわ。

やっぱり高山地域を発展さすためには、高

山の人を巻き込んでね、やっぱりしていか

ないかん。それはやっぱり長い年月かかり

ますわ。特に、キリシタンの村やからね、

そういうＤＮＡは引き継いできてますわ。 

そやからね、グラッドさんもそんな声を

考えて、してないけどもこの中には高山右

近のことも入ってない。だからもう少し時

間をね、これを廃案にして、もう１回時間

を決めて出してもらいたい。何も来年の１

月１日からする必要もない。４月からでも

かまへんし、８月からでもかめへん。その

間に十分やね、やっぱり地元の人とグラッ

ドがやね、民意的に話をして、それからで

もかめへんと私は思いますんで、この議案

には反対をいたします。 

○委員長（才脇明美君） 

はい。賛成討論はありませんか。 

討論はございませんか。 

（「はい」という声あり） 

○委員長（才脇明美君） 

これより採決を行います。 

本件は原案のとおり可決と認めることに

賛成の方は挙手を願います。 

（多数挙手４：１） 

○委員長（才脇明美君） 

挙手多数であります。 

よって、第65号議案は原案のとおり可決

されました。 

第66号議案、令和５年度豊能町一般会計

補正予算（第７回）の件（関係部分のみ）

を議題といたします。 
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提案理由の説明を求めます。順次発言を

求めます。 

山内行財政課長。 

○行財政課長（山内 拓君） 

はい。行財政課、山内です。よろしくお

願いいたします。 

それでは、第66号議案、令和５年度豊能

町一般会計補正予算の件につきまして、提

案理由の御説明を申し上げます。 

ＳｉｄｅＢｏｏｋｓ内、本会議フォルダ

の令和５年12月定例会議、第66号議案、一

般会計補正予算書をごらんください。 

それでは着座にて説明させていただきま

す。 

令和５年度豊能町一般会計補正予算（第

７回）でございます。 

今回の歳入歳出予算の補正内容につきま

して、御説明申し上げます。 

今回の補正につきましては、４月及び10

月の人事異動に伴う人件費の補正を行って

おりますが、それらの説明は省略させてい

ただきますので、御了承願います。 

最初に歳出について御説明申し上げます。

17ページをごらんください。 

○委員長（才脇明美君） 

よろしいですか。 

ちょっとお待ちください。 

はい、山内行政課長。お願いします。 

○行財政課長（山内 拓君） 

17ページ、款２．総務費、項１．総務管

理費、目１．一般管理費の７．基金管理事

業でございますが、財政調整基金積立金に

つきまして、前年度繰越金と前年度の基金

運用収入分を積み立てるものでございます。 

同じく、退職金等引当基金積立金でござ

いますが、前年度の基金運用収入分を積み

立てるものでございます。 

ふるさとづくり基金積立金でございます

が、前年度のふるさと寄附金決算額と予算

額との差を減額するものでございます。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、竹内吉川支所長。 

○吉川支所長（竹内弘明君） 

吉川支所、竹内です。 

補正予算書は同じく17ページをごらんく

ださい。 

款２．総務費、項１．総務管理費、目７．

支所費、節10．需用費、細節、消耗品費及

び節11．役務費、細節．手数料、そして節

17．備品購入費、細節．庁用器具費につい

ては、支所での窓口を１箇所増設し、来庁

者へのサービス向上を図るための費用でご

ざいます。 

同じく細節．機械器具費については、吉

川支所庁舎の三井住友銀行派出所が閉鎖さ

れることに伴い、町税、国民健康保険料等

の収納事務に要する費用でございます。 

以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

中井環境課長。 

○環境課長（中井 哲君） 

はい、環境課の中井です。 

それでは、環境課の所管する事業につき

まして御説明させていただきます。 

補正予算書、23ページをごらんください。 

款項目はそれぞれ衛生費、清掃費、塵芥

処理費です。事業名は広域ごみ処理事業で

す。 

広域ごみ処理事業の負担金につきまして、

336万3,000円を増額補正するもので、その

内容は、豊能郡環境施設組合負担金です。 

廃棄物の最終処分場設置に伴う土質調査

等にかかる費用を、能勢町及び本町で負担

割合に応じて負担するものです。 

なお、本予算につきましては、去る11月

17日に開催された、第３回豊能郡環境施設

組合議会定例会において可決、決定された

ものです。 
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○委員長（才脇明美君） 

寺倉総務課長。 

○総務課長（寺倉義浩君） 

はい。総務課、寺倉です。 

それでは補正予算書の27ページをごらん

ください。 

款９．消防費、項１．消防費、目１．常

備消防費の２．消防広域化事業でございま

すが、前年度消防事務委託負担金の確定に

伴う費用の補正するものでございます。 

歳出の説明は以上となります。 

○委員長（才脇明美君） 

山内行財政課長。 

○行財政課長（山内 拓君） 

次に歳入について御説明申し上げます。 

13ページをごらんください。 

○委員長（才脇明美君） 

  よろしいですか。 

はい、どうぞ。 

○行財政課長（山内 拓君） 

款11．地方特例交付金、項１．地方特例

交付金、目１．地方特例交付金でございま

すが、地方特例交付金の確定に伴い補正す

るものでございます。 

次に、款12．地方交付税、項１．地方交

付税、目１．地方交付税でございますが、

普通交付税の確定に伴い補正するものでご

ざいます。 

14ページをごらんください。 

款20．繰入金、項１．基金繰入金、目１．

財政調整基金繰入金でございますが、今回

の補正による財源調整として、１億4,708万

2,000円を減額するものでございます。 

款21．繰越金、項１．繰越金、目１．繰

越金でございますが、前年度からの繰越金

の確定に伴うものでございます。 

款23．町債でございますが、臨時財政対

策債につきまして、借入限度額が確定した

ことにより減額するものでございます。 

説明は以上になります。 

御審議いただき、御決定賜りますようお

願いいたします。 

○委員長（才脇明美君） 

これより本件に対する質疑を行います。 

はい、中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

中川です。 

まず歳入のほうからお伺いします。13ペ

ージですね。 

先ほど説明いただきましたが、款12のほ

うですかね、地方交付税、普通交付税の確

定いうことで、２億円なにがしの金額がこ

こに載っておるんですけども、過去ちょっ

と私、去年度とかね、２年前のときのこの

時期の予算書言いますかね、補正予算の内

容とか見てみましたけども、こういった時

期にこんな大きな額の交付税がボンてなん

かおりてくるというのは、ちょっと経験な

かったような気がするんですけども、この

急にこの交付税が２億円降りてくるという

のは何か理由があるんですか。 

○委員長（才脇明美君） 

山内行財政課長。 

○行財政課長（山内 拓君） 

行財政課、山内です。 

今回補正させていただいております普通

交付税の確定に伴う増額になりますが、特

に事情があって高額になったというところ

ではなくて、実際に需要額、収入額の計算

をしまして、交付税の額が確定したため、

実際に入った交付税額に予算額を合わせる

ための補正になっております。 

今回11月の末日に、国会のほうで補正予

算１号補正可決されておりますけれども、

その通知の中に、普通交付税、経済対策と

して、また臨時的に普通交付税の項目を増

額するような通知がありましたので、３月

のときの議会にはまた増額の補正予算をお



51 

願いしないといけないかなと考えておりま

す。 

以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

あとそしたらすみません、続けてその次

のページ、14ページですね。これは款20．

繰入金のところで、財政調整基金の繰入金

が減額になります。これ１億4,700万円減額

にします。だから財政調整基金そんだけ使

わなくて済みますというね、そんなふうな

意味合いかなと思います。さらにもうちょ

っとページ繰っていって17ページ、これは

歳出のほうになりますが、款２の目が１か

な、一般管理費のとこで、基金管理事業で、

24番目かな、財政調整基金積立金、要は、

歳出として３億5,000万円を財政調整基金に

入れますというね、そういうふうな表示に

なってます。したがって、トータル現状よ

りも５億円、財政調整基金が増えるという

ふうに考えておいたらいいんですね。 

○委員長（才脇明美君） 

山内行財政課長。 

○行財政課長（山内 拓君） 

行財政課、山内です。 

基金の繰入金、歳入の部分につきまして

は、今回の補正によりまして、総額が３億

9,939万3,000円増額の補正をしております

けれども、その中で歳入の普通交付税の増

額であるとか、歳出についても増額・減額

を各人件費とありますけれども、それを総

合して結果的に、財源調整として、歳入の

基金の財政調整基金の取崩しの金額で調整

をさせていただくというところで、歳入の

財政調整基金の繰入金を１億4,798万2,000

円減額させていただいております。 

歳出のところでも前年度の実質収支分と、

あと、資産運用分を基金に積み立てるとい

うところで３億5,000万円ほど増額の補正を

させていただいております。 

今回、12月補正のところで、最終財政調

整基金の残高としましては、14億9,556万

4,000円となりまして、中川委員おっしゃる

とおり積立金が３億5,000万円、取崩しがマ

イナスの１億4,000万円で、約５億ぐらい取

崩しというか財政調整基金の残高としては

増えている状態になっております。 

以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

17ページのところの財政調整基金ですけ

れど、12月補正予算が可決しましたら、基

金残高は幾らになるんですか。 

○委員長（才脇明美君） 

はい。山内行財政課長、 

○行財政課長（山内 拓君） 

行財政課、山内です。 

財政調整基金残高につきましては、12月

補正可決後で、14億9,556万4,000円となり

ます。 

以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

  次の質問ですけれど、17ページの支所費

なんですけれど、銀行員さんがいらっしゃ

らなくなって、何か備品を買うからここの

金額になっているんですか。たった32万円

ですけれど。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、竹内吉川支所長。 

○吉川支所長（竹内弘明君） 

はい。吉川支所、竹内です。 

銀行の派出所、窓口が閉鎖されることに

伴って、今回補正を上げさせていただいて

おるのは、機械器具費14万9,000円です。こ
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れは、吉川支所職員がお金を預かることに

なりますので、紙幣計算機と硬貨計算機、

これを１台ずつ購入したいと考えておりま

す。 

以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

はい。ほかにございませんか。 

ないですか。 

（「なし」という声あり） 

○委員長（才脇明美君） 

質疑を終結いたします。 

これより討論を行います。 

（「なし」という声あり） 

○委員長（才脇明美君） 

討論を終結いたします。 

これより採決を行います。 

本件は原案のとおり可決と認めることに

賛成の方は挙手を願います。 

（全員挙手） 

○委員長（才脇明美君） 

挙手全員であります。 

よって、第66号議案は原案のとおり可決

されました。 

以上で、本委員会に付託された案件は全

て終了いたしました。 

続きまして、その他について委員間討議

を行う事項はございませんか。 

（「なし」という声あり） 

○委員長（才脇明美君） 

以上で本委員会を閉会したいと思います。 

これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○委員長（才脇明美君） 

異議なしと認めます。 

よって、本委員会は閉会することに決定

いたしました。 

これで本日の会議を閉じます。 

本委員会の閉会に当たり、町長から挨拶

がございます。 

上浦町長。 

○町長（上浦 登君） 

総務建設常任委員会の閉会に当たりまし

て一言御挨拶を申し上げます。 

本日は本当に、長時間にわたりまして慎

重に慎重に御審議をいただきまして、全て

御承認いただいたということをまずもって

ですね、お礼を申し上げさせていただきま

す。 

本日いただきました御意見、これらにつ

いてはですねしっかりと執行するときにで

すね、意見を受け止めさせていただいて進

めていこうと思ってございますので、引き

続きお力添えをいただきますようにお願い

を申し上げまして、閉会に当たりましての

ですね御挨拶をさせていただきます。 

どうも本日ありがとうございました。 

○委員長（才脇明美君） 

これをもって総務建設常任委員会を閉会

いたします。 

どうもお疲れさまでした。 

 

午後２時30分 閉会 
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